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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (千円) 15,725,371 14,420,269 15,889,487 20,561,583 19,059,817

経常利益又は経常損失(△) (千円) 400,309 △499,376 △15,547 189,004 497,779

親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰
属する当期純損失(△)

(千円) 367,750 △639,793 △18,880 351,703 320,134

包括利益 (千円) 424,513 △548,624 17,948 378,607 317,270

純資産額 (千円) 1,897,685 1,243,534 1,187,961 1,537,407 1,856,735

総資産額 (千円) 6,649,910 6,022,332 6,706,581 8,085,320 8,662,023

１株当たり純資産額 (円) 212.12 134.76 126.83 165.51 202.12

１株当たり当期純利益又は
当期純損失(△)

(円) 42.42 △73.81 △2.18 40.57 36.93

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 27.7 19.4 16.4 17.7 20.2

自己資本利益率 (％) 22.0 － － 26.8 20.1

株価収益率 (倍) 13.7 － － 8.5 13.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 587,141 △370,380 28,490 865,527 196,864

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 58,005 △107,717 188,128 298,009 △207,021

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △267,445 △245,871 △157,718 △127,982 △70,976

現金及び現金同等物の期末
残高

(千円) 3,148,805 2,505,766 2,604,002 3,677,914 3,586,717

従業員数
(人)

489 525 550 481 493
(外、平均臨時雇用者数) (63) (62) (55) (51) (51)

(注) １．第25期、第28期及び第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第26期及び第27期の潜

在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

２．第26期及び第27期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しており

ません。

３．第26期及び第27期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第26期の期首から適用してお

り、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

５．第28期より「役員向け株式交付信託」を導入しております。

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算

定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

営業収益 (千円) 1,306,366 1,277,798 1,020,578 1,041,693 967,854

経常利益 (千円) 339,760 299,607 174,538 100,992 90,418

当期純利益又は当期純損失
(△)

(千円) 310,147 285,818 129,407 △569,658 56,191

資本金 (千円) 1,481,520 1,481,520 1,481,520 1,481,520 1,481,520

発行済株式総数 (株) 8,874,400 8,874,400 8,874,400 8,874,400 8,874,400

純資産額 (千円) 1,867,114 2,023,306 2,066,277 1,453,681 1,510,055

総資産額 (千円) 2,903,318 3,051,676 3,060,734 2,509,426 2,444,021

１株当たり純資産額 (円) 215.39 233.41 238.36 167.70 174.19

１株当たり配当額
(円)

15.00 10.00 5.00 － －
(１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は当
期純損失(△)

(円) 35.78 32.97 14.93 △65.72 6.48

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 64.3 66.3 67.5 57.9 61.8

自己資本利益率 (％) 17.7 14.7 6.3 － 3.7

株価収益率 (倍) 16.3 11.5 23.0 － 77.9

配当性向 (％) 41.9 30.3 33.5 － －

従業員数
(人)

49 49 49 40 41
(外、平均臨時雇用者数) (14) (12) (12) (11) (12)

株主総利回り (％) 94.9 64.3 59.4 59.5 84.9
(比較指標：配当込みTOPIX) (％) (112.7) (110.0) (141.1) (169.9) (213.2)

最高株価 (円) 838 593 442 1,285 592

最低株価 (円) 533 344 340 336 265

(注) １．第25期の１株当たり配当額15円には、設立25周年記念配当５円を含んでおります。

２．第25期、第26期、第27期及び第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。また、第28期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当た

り当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第28期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第26期の期首から適用してお

り、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

５．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第二部、2022年４月４日以降は東京証

券取引所スタンダード市場におけるものであります。

６．第28期より「役員向け株式交付信託」を導入しております。

株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算

定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
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２ 【沿革】

 

年月 事項

1997年５月
 

企業情報システムの根幹に関わる仕組みとしてのLinuxとJavaによる事業展開を目指して、東
京都千代田区三崎町三丁目１番16号に株式会社テンアートニを設立

1998年４月 東京都千代田区外神田三丁目14番10号に本社を移転

2000年４月 東京都千代田区外神田二丁目15番２号に本社を移転

2002年１月 企業規模の拡大を図ることを目的にノーザンライツコンピュータ株式会社を吸収合併

2003年５月 レッドハット株式会社とビジネスパートナー契約を締結

2004年８月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

2006年６月 SteelEye Technology,Inc. (現 SIOS Technology Corp.)の株式を100％取得(現・連結子会社)

2006年11月 社名を株式会社テンアートニからサイオステクノロジー株式会社へ変更

2007年１月 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号に本社を移転

2008年２月
 

株式会社グルージェントの株式を80％取得（2012年８月に同社株式を100％取得。2020年10月
にサイオステクノロジー株式会社に吸収合併。）

2008年10月 レッドハット株式会社とDistribution契約を締結

2009年12月 関西営業所を開設

2011年６月
 
 
 

株式会社SIIIS（株式会社MYオフィス）の第三者割当増資引き受けにより株式を71.4％取得
（2012年１月、第三者割当増資引き受けにより出資比率98.9％に増加、2014年３月に追加取得
により、出資比率100％に増加、2015年12月に同社が実施した第三者割当増資により、出資比
率97.6％に減少）（2023年12月清算）

2013年７月 東京都港区南麻布二丁目12番３号に本社を移転

2013年７月 中部営業所を開設

2014年４月 九州営業所を開設

2015年４月
 
 

株式会社キーポート・ソリューションズの株式を90.5％取得（同年12月に追加取得により出資
比率96.7％に増加、2016年２月に追加取得により出資比率100％に増加。2020年10月にサイオ
ステクノロジー株式会社に吸収合併。）

2015年５月 東京証券取引所市場第二部に市場変更

2015年６月
 

株式会社プレナスと米国において合弁会社であるBayPOS, Inc.を設立（出資比率49％、現・持
分法適用会社）

2015年９月
 
 

Profit Cube株式会社の持株会社であるARSホールディングス株式会社の株式を100％取得
（2015年12月に当社はARSホールディングス株式会社の吸収合併を実施。2021年４月にサイオ
ステクノロジー株式会社に吸収合併。）

2017年10月
 
 

持株会社体制へ移行し、社名をサイオステクノロジー株式会社からサイオス株式会社へ変更、
会社分割によりサイオステクノロジー株式会社（2017年２月に設立したサイオステクノロジー
分割準備株式会社より社名変更）が当社のグループ管理事業以外の全ての事業を承継

2018年12月 サイオステクノロジー株式会社が株式会社サードウェアを吸収合併

2020年10月
 

サイオステクノロジー株式会社が株式会社キーポート・ソリューションズ及び株式会社グルー
ジェントを吸収合併

2020年12月 株式会社セシオスの株式を34.2％取得（現・持分法適用会社）

2021年４月 サイオステクノロジー株式会社がProfit Cube株式会社を吸収合併

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行

2024年12月
 

サイオステクノロジー株式会社の金融機関向け経営支援システム販売事業を会社分割し、その
株式を住信SBIネット銀行株式会社に売却

2025年９月 サンディブルー株式会社(現・連結子会社)を設立
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３ 【事業の内容】

　当社グループは、当社、連結子会社３社、関連会社３社の合計７社で構成されており、オープンソースソフトウェア

(*1)（以下、OSS）を軸に、アプリケーションやOS（基本ソフトウェア）、クラウド(*2)を加えたITシステムの開発／

基盤構築／運用サポート等の事業を展開し、新たな領域での研究開発に取り組み、新たな価値創造とその提供に取り組

んでいます。

　なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、こ

れにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなりま

す。

　当社グループの事業は、「プロダクト＆サービス」「コンサルティング＆インテグレーション」「ソフトウェ

アセールス＆ソリューション」の３事業で構成されています。各事業の内容は、次のとおりです。

　なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５　経理の状況　１　連

結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）セグメント情報　１．報告セグメントの概要

（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりであります。
 

(プロダクト＆サービス)

　当事業においては、ITシステムの障害時のシステムダウンを回避できるソフトウェア「LifeKeeper」(*3)、MFP向け

ソフトウェア(*4)製品、クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow」やIDの管理をクラウドで行う「Gluegent Gate」の

販売やサポート等を行っています。
 

(コンサルティング＆インテグレーション)

　当事業においては、OSSに関するさまざまな問い合わせに対応するサービス「サイオスOSSよろず相談室」、金融

機関向けサービス、企業情報システムの受託開発や生成AI導入支援、各種情報システム向けコンサルティングサー

ビス等を行っています。
 

(ソフトウェアセールス＆ソリューション)

　当事業においては、Red Hat, Inc.関連商品(*5)やElastic N.V.関連商品(*6)をはじめとするOSS関連商品の販売

とテクニカルサポートを行っています。

 

　事業の系統図は、次ページのとおりです。

 

(*1) オープンソースソフトウェア

　ソフトウェアの設計図にあるソースコードを無償で公開し、使用・改良・再配布可能なソフトウェア。

(*2) クラウド

　利用者がサーバーやソフトウェア等を保有せず、ネットワーク経由でサービスを利用する形態。

(*3) LifeKeeper

　本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サー

バーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。

(*4) MFP向けソフトウェア

　プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP（Multifunction Peripheralの略）と

いう。MFP上で利用できる文書管理ソフトウェア「Quickスキャン」「Speedoc」等。

(*5) Red Hat, Inc.関連商品

　オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。

(*6) Elastic N.V.関連商品

　オープンソース型の高速検索・分析エンジン「Elasticsearch（エラスティックサーチ）」を活用して、生成

AIの精度を向上させる「RAG構築支援コンサルティングサービス」。
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［事業系統図］
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４ 【関係会社の状況】

2025年12月31日現在
 

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権の所有
又は被所有割合

関係内容

所有割合 被所有割合

(連結子会社)
サイオステクノロジー株式会社
(注)１、２

東京都港区
100

百万円

情報システムの開発・
基盤構築・運用サポー

ト等
100.0％ －

役員の兼任あり。
事務所の賃貸借あり。
業務受託料等を受領。
経営管理料を受領。

(連結子会社)
SIOS Technology Corp.
(注)１

California,
USA

16,965
千米ドル

ソフトウェアの
開発・販売・保守

100.0％ －

役員の兼任あり。
資金の借入あり。
業務受託料等を受領。
経営管理料を受領。

(連結子会社)
サンディブルー株式会社

東京都港区
25

百万円

情報処理システムの企
画、設計、開発、運用

及び販売等
100.0％ －

役員の兼任あり。
事務所の賃貸借あり。

(持分法適用関連会社)
BayPOS, Inc.

California,
USA

2,000
千米ドル

情報システム開発
・販売・保守

49.0％ － 役員の兼任あり。

(持分法適用関連会社)
株式会社セシオス

東京都豊島区
13

百万円

クラウドサービスの開
発・販売、情報システ
ムの受託開発

34.2％ － 役員の兼任あり。

(注) １．当社の特定子会社であります。

２．サイオステクノロジー株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 ①　売上高 18,408,414千円

 ②　経常利益 356,800千円

 ③　当期純利益 219,931千円

 ④　純資産額 1,221,429千円

 ⑤　総資産額 7,424,428千円
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５ 【従業員の状況】

(1）連結会社の状況  2025年12月31日現在

会社名 セグメントの名称 従業員数 （人）

サイオス株式会社 全社 41 （12）

サイオステクノロジー株式会社
プロダクト＆サービス
コンサルティング＆インテグレーション
ソフトウェアセールス＆ソリューション

401 （38）

SIOS Technology Corp. プロダクト＆サービス 47 （1）

サンディブルー株式会社 コンサルティング＆インテグレーション 4 （－）

合計 　 493 （51）

(注) １．サイオステクノロジー株式会社においては、同一の従業員が複数の事業に従事しており、区分ができないた

め、合計人数を記載しております。

２．従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー

プへの出向者を含むほか、常用パートを含んでおります。）であり、役員を含んでおりません。

３．臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、契約社員を含みます。）は、平均人員を（　）

外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況   2025年12月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

41(12) 43.6 7.6 6,524

(注)１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

んでおります。）であり、役員を含んでおりません。

２．臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、契約社員を含みます。）は、平均人員を（　）外

数で記載しております。

 

(3) 労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

① 提出会社

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の
割合(％)
(注１)

男性労働者の育児休業取得率(％)
(注２)

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注１)

全労働者 正規雇用
パート・
有期労働者

全労働者 正規雇用
パート・
有期労働者

41.7 － － － 75.2 76.0 59.1

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。ただし、管理職の定義については当社基準で算出しております。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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② 主要な連結子会社

当事業年度

名称

管理職に
占める女性労
働者の
割合(％)
(注１)

男性労働者の育児休業取得率(％)
(注２)

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注１)

全労働者 正規雇用
パート・
有期労働者

全労働者 正規雇用
パート・
有期労働者

サイオステクノロジー

株式会社
5.6 66.7 66.7 － 76.4 76.6 98.5

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。ただし、管理職の定義については当社基準で算出しております。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．連結子会社のうち、常時雇用する労働者数が101人以上の国内子会社を記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。

 

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって人々

の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。

 

(2) 目標とする経営指標

　当社グループは、継続的なキャッシュ・フローの創出のため、EBITDA及びROICを経営指標としています。このキャッ

シュ・フローは、当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」「研究開発」「イノベーションを

生み出す企業カルチャー」への投資、及び株主・ステークホルダーへの還元の原資とし、これらの活動を通じて経営の

基本方針の実現を目指します。

 

(3) 経営戦略

　当社グループは、上述のミッションを実現するための経営戦略として、①　人材の採用・育成、②　研究開発への継

続的な投資、③　イノベーションを生み出す企業カルチャーの醸成に注力してまいります。

 

① 人材の採用・育成

　少子高齢化により国内の労働人口が減少する中、優秀な人材の採用競争が激化しています。このような中、当社グ

ループは、キャリア採用及び新規学卒者採用はもとより、グローバル人材採用を強化する等、幅広い人材の確保に取り

組んでいます。また、障がい者雇用の拡大にも取り組み、多様かつ包摂的な職場環境の実現に取り組んでまいります。

　さらに当社グループは、従業員がその能力を存分に発揮できる環境を整えるとともに、一人ひとりの考え・個性を尊

重し、お互いを高め合いながらチームとしてパフォーマンスを最大化させるための人事制度を導入しております。今後

も人材育成への投資を強化し、従業員の成長を支援してまいります。

 

② 研究開発への継続的な投資

　デジタルトランスフォーメーション（DX）（*7）への投資が加速する中、当社グループが属するIT業界においては、

各企業におけるクラウド環境への移行、生成AIを始めとするAI技術の高度化・実用化の進展等、情報通信に関する市場

環境の変化がさらに加速するものと思われます。

　当社グループは、このような環境下で、引き続き競争力のある製品・サービスを生み出していくには、研究開発への

継続的な投資が課題であると考えております。生成AI、クラウド関連等を中心に研究開発を継続し、ストック型ビジネ

スモデル事業を中心とした既存及び新規の製品・サービスの強化を行ってまいります。

 

③ イノベーションを生み出す企業カルチャーの醸成

　当社グループは、「人がやらないことをやる」という既成概念への挑戦が創業以来のカルチャーであり、イノベー

ションを生み出す源泉となると考えております。

　このため、当社グループの行動規範として「SIOS Values 2.0」を下記の通り策定しております。

Creativity（創造）

Passion（情熱）

Commitment（コミットメント）

Integrity（誠実）

Teamwork（チームワーク）

　また、リモートワークへの取り組みをはじめ、多様な働き方が選択できる制度の充実、グループ内SNS等によるコ

ミュニケーションの活性化、社外の技術コミュニティーとの積極的な交流等を実施しております。これらの取り組みを

通じて、イノベーションを生み出す企業カルチャーの醸成に努めてまいります。

 

 

(*7) デジタルトランスフォーメーション（DX）

　企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製

品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、

競争上の優位性を確立すること。
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(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社グループの対処すべき課題は、以下の通りと認識しております。

 

① 強い収益基盤の確立

　当社グループは、外部要因により業績が変動しやすいオンプレミス(*8)向けの製品・サービスの売上高比率を相対的

に下げるべく、ストック型ビジネスモデル事業を強化・拡大し、収益の安定化を図る方針です。加えて、非連続的な成

長の実現に向け、生成AIによる事業強化、API（*9）ソリューション事業の拡大等、新たな領域に挑戦してまいりま

す。これらにより、外部環境の変化に耐えうる、強い収益基盤の確立を目指します。

 

② 研究開発への継続的な投資

　DXへの投資が加速する中、引き続き競争力のある製品・サービスを生み出していくには、研究開発への継続的な投資

が課題であると考えております。業績に応じて研究開発投資の選択と集中を図り、特に生成AI、クラウド関連等の研究

開発を継続することにより、ユーザーの期待に応える新製品・サービスを提供してまいります。

 

③ サステナビリティへの取り組み

　当社グループでは、自らの事業活動の環境や社会への影響、ステークホルダーの期待や社会要請に鑑み、「サステナ

ビリティ重点課題」を設定し、各課題への取り組みを推進しています。現在設定している課題は、「社会の課題を見据

えたサービスの開発」「地球環境に配慮した活動」「多様な人材の活躍促進」です。特に「多様な人材の活躍促進」に

ついては、事業の源泉である人的資本を強化する必要があると認識しています。 具体的には、次世代を見据えた新し

い技術開発を実現すべく、優秀な人材の確保と育成が重要な課題であると考えております。IT技術者をはじめとする多

様な「人材」を積極的に採用するとともに、高いモチベーションを持って働ける環境を整備してまいります。これらの

課題に対して、当社はグループ会社の製品・サービスの提供等を通じて、各課題の解決に努めてまいります。

　また、「SIOS Sustainability Project」という社会貢献活動を通じて、持続可能な社会の実現の一助となることを

目指しております。

 

(*8) オンプレミス

　利用者がサーバーやソフトウェア等を保有し、運用する形態。

(*9) API

　異なるソフトウェアやアプリケーション間で情報・機能を共有するための仕組み。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。

 

(1) ガバナンス及びリスク管理

　当社グループは、リスク管理委員会においてサステナビリティ関連を含めた経営に関するリスク・機会について協

議しており、リスク・機会を識別、評価、管理しています。リスク管理委員会における審議内容については取締役会

に報告しており、取締役会が当該事項について審議を行うことで、サステナビリティ関連を含めた当社のリスク・機

会の監視・監督と意思決定を行っています。

 

(2) 戦略

　当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって

人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。このミッションを実現

し、持続的な企業価値向上を図るためには、事業の源泉である人的資本を強化する必要があると考えています。

 

① 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針

　当社グループは、人材の多様性を互いに尊重し、共に活躍することができる職場環境こそが、イノベーションと新

しい価値創造の実現につながると考えています。

　当社グループでは、性別にとらわれない働き方を推進しており、女性採用の強化、女性管理職の育成等に取り組ん

でおります。こうした取り組みの結果、2023年８月には、女性活躍推進法に基づく優良企業として、厚生労働大臣よ

り「えるぼし認定」を取得しました（当社は３つ星を、国内主要子会社のサイオステクノロジー株式会社は２つ星を

取得）。

　また、キャリア採用及び新規学卒者採用はもとより、グローバル人材採用を強化する等、幅広い人材の確保に取り

組んでおります。加えて、障がい者を積極的に雇用するとともに、障がいのある方にも働きやすい職場環境の整備を

進めております。

 

② 社内環境整備に関する方針

　当社グループは、社員一人ひとりが個性や能力を最大限に発揮するためには、心身ともに健康であることに加え、

働きがいをもって仕事に取り組める環境を整備することが重要であると考えています。

　社員の心身の健康を重要な経営課題と捉え、2013年10月から段階的に在宅勤務やリモートワークを導入する等、働

き方改革を推進してまいりました。また、さらなる健康経営を具体的に推進するために、2020年11月に「健康経営宣

言」を制定しました。こうした取り組みの結果、当社グループは、経済産業省及び日本健康会議から「健康経営優良

法人2025（大規模法人部門）」に５年連続で認定されました。

　また、社員の働きがいを向上させるべく、「働きがいのある会社調査（GPTW）」を定期的に実施し、その結果を踏

まえて改善策を講じております。2025年９月には、「ワークライフバランスが奨励されている」「労働環境が安全・

衛生的である」「休暇がとりやすい」等、働きやすさに関する項目が高く評価され、GPTW Japanから「働きがいのあ

る会社」認定企業に４年連続で選出されました。
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(3) 指標及び目標

　当社グループは、上記の「(2)①人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針」及び「(2)②社内環境整備に

関する方針」について、次の指標を用いています。当該指標に関する目標及び実績は、次の通りです。

指標
2024年度

実績

2025年度

実績
目標

管理職に占める女性労働者の割合 10.5％ 10.8％ 20％ (2026年度)

男性労働者の育児休業取得率 100.0％ 66.7％ 100％ (2026年度)

労働者の男女の賃金の差異 78.4％ 77.8％ 80％ (2026年度)

有給休暇取得率 69.8％ 71.4％ 80％ (2026年度)

離職率 7.7％ 7.0％ 5％以下 (毎年)

月平均所定外残業時間 14.1時間 14.3時間 －

障がい者雇用率 2.48％ 2.91％ －

(注) １．当社、サイオステクノロジー株式会社を対象に計算しています。サンディブルー株式会社は従業員の人

数が少数のため、上記の表に含めておりません。また、SIOS Technology Corp.は海外子会社であり、

労働形態が異なるため、上記の表に含めておりません。

２．当社グループでは定年制を廃止しているため、離職率については、すべての退職者を含めて計算してい

ます。

３．月平均所定外残業時間及び障がい者雇用率の指標及び目標については、現時点において指標及び目標を

定めていないため記載しておりませんが、今後の当社の課題として検討してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

　以下において、当社グループの事業展開上のリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事

項を記載しています。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社グ

ループの事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点か

ら記載しています。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存で

すが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる

必要があると考えています。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませ

んので、ご留意下さい。

　また、ここで記載する各リスクが顕在化する可能性の程度や時期、各リスクが顕在化した場合に当社グループの財政

状態、経営成績等に与える影響については、合理的に算出することができないため、記載しておりません。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。

 

① ソフトウェアの知的財産権について

　一部の企業では、一般に公開されているフリーソフトウェア及びOSSが、当該企業の保有する著作権や特許等の知

的財産権を侵害していることを主張しています。

　当社グループは、このような訴訟行為を取っている企業の動向を注視してまいりますが、万が一、そのような主張

が認められる事態になった場合は、当社グループのOSS関連ビジネスの見直しを余儀なくされ、当社グループの財政

状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは、当社にて開発したソフトウェアの販売を行っており、これまで著作権や特許権等の知的財

産権に関して損害賠償や使用差止等の請求を受けたことはありませんが、当社グループの事業分野における著作権や

特許権等の知的財産権の現況を完全に把握することは困難であり、当社グループが把握できないところで他者が持つ

著作権や特許権等の知的財産権を侵害しているリスクがあります。今後、当社グループの事業分野における第三者の

知的財産権が新たに成立する可能性もあります。これらにより、損害賠償又は使用差止等の請求を受ける可能性があ

り、その場合当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

② 競合について

　IT産業は、厳しい競合状況にあり、大小のシステムインテグレーター、コンピュータメーカー、ソフトウェア・ベ

ンダーが、各々の得意な業務分野、技術領域及び経験や実績のある産業分野を中心に事業活動を展開しています。

　当社グループは、開発体制や営業体制等の更なる強化に努める方針ですが、既存の競合企業との競争及び競争力の

ある新規企業の参入等により、当社グループの優位性が薄れた場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

③ 新規事業について

　当社グループは、世界的な情報技術産業を舞台として事業を展開しています。当該市場では、日々新技術が誕生し

ており、この環境下で当社グループの事業を継続し続けるためには、新たな市場のニーズに対応した事業の創出や子

会社、関連会社の設立、並びに新製品・サービスの開発を積極的に展開する必要があります。しかしながら、社内外

の事業環境の変化等によって、これらを計画通り進められない場合には、計画の見直し（開発計画の変更や、マーケ

ティング計画の変更等）を行う可能性があります。また、事業計画上の採算が取れないと判断した場合には、これら

を中断する可能性もあります。

　当社グループが新たな事業の創出や、新製品・サービスを開発するためには、投資が先行する場合があります。万

が一、先行投資資金が確保できない場合には、これらを計画通りに遂行できない可能性があり、当社グループの財政

状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 為替相場の変動について

　当社グループの一部製品・商品において、外貨建による売上、仕入を行っていること、また、連結財務諸表におい

て海外子会社の収益や資産を円換算していることに伴い、為替相場の変動が当社グループの財政状態及び業績に影響

を及ぼす可能性があります。なお、当社は当該リスクを回避するために有効な方策を採っていますが、予想以上の為

替変動等により、当該リスクを回避することができなかった場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。
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⑤ 当社グループの事業体制について

1) 人材の確保について

　当社グループが今後成長していくためには、次世代を見据えた新しい技術開発が必要であり、優秀な人材の確保と

育成が重要な課題と認識しています。当社グループが属する情報サービス業界におきましては、生成AIに代表される

技術革新が急速に進んでおり、これらに対応できる開発技術者、優秀なプロジェクトマネージャー、及びシステム構

築要員の確保と育成が必要と考えております。これまで、当社グループでは、人材の確保を最優先し、常に適正な人

員構成を保つことに努めてまいりました。

　しかしながら、万が一、人材採用及び育成が計画通り遂行できない場合には、当社の事業体制が脆弱になり、当社

グループの事業戦略及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

2) 特定人物への依存について

　当社グループの事業の推進者は、代表取締役社長である喜多伸夫です。当社グループの経営方針及び経営戦略全般

の決定等における同氏の役割は大きく、当社グループは同氏に対する依存度が高いと認識しています。

　現在、事業規模の拡大に伴い、当社グループは経営組織内の権限委譲や人員を拡充し、経営組織の強化を推進する

一方、事業分野の拡大に応じて諸分野の専門家、経験者を入社させ、組織力の向上に努めています。また、日常の業

務執行面では執行役員等で構成される「執行役員会」を設置するなど、日常業務における審議機能を持たせることで

同氏個人の能力に過度に依存しない体制を構築しています。

　今後も、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めるべく優秀な人材を確保し、役職員の質的レベルの向上に

注力していく方針です。しかし、計画どおりの体制構築及び人材強化が達成される前に、同氏が何らかの理由で当社

グループの経営に携わることが困難となった場合、当社グループの事業戦略及び業績に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

⑥ 企業買収、戦略的提携について

　当社グループは、事業拡大の過程において、企業買収、戦略的提携等により他社への出資を行っていく可能性があ

ります。このような意思決定の際には、対象企業の事業内容や契約関係、財務内容等について、詳細なデューデリ

ジェンスを行ってリスクを回避するよう十分検討を行いますが、企業買収や戦略的提携後に偶発債務・未認識債務等

の発生や予想外の業績悪化、施策が予定どおり成果をあげることができなかったなどの場合には、当社グループの財

政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦ 大規模災害、パンデミック等について

　当社グループでは、災害等に備え、定期的に設備等の点検や防災訓練を行っておりますが、当社グループ所在地近

辺において、大規模な天災や人災が発生した場合、人的・物的損害等により事業継続に支障をきたす事象が発生し、

当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは、重大な感染症の拡大を防止するため、国や自治体の指針に則り適時、在宅勤務や時差出

勤、Web会議の促進等を実施しております。しかし、感染症の蔓延状況によって事業継続に支障をきたす事象が発生

した場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧ コンプライアンスリスクについて

　当社グループは、各事業領域において、事業活動に関連する様々な法令・規制の適用を受けております。これらの

法令・規制を遵守し、健全な経営活動を維持するため「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、定期的なコ

ンプライアンス教育を実施し、グループ全体のコンプライアンス体制を強化しております。加えて内部通報制度を整

備し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。

　しかしながら、コンプライアンスリスクを完全に回避することは困難であり、重大な法令違反等が発生した場合に

は、法的責任の追及や社会的信用の失墜を招き、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

⑨ システムリスクについて

　当社グループの事業はコンピュータシステム、クラウドサービスや通信ネットワークに依存しております。そのた

め、システム障害の発生やサイバー攻撃によるシステムダウン、ランサムウェアによる情報漏洩等を回避すべく、シ

ステムの稼働状況の監視、システムの二重化、バックアップ、各種セキュリティ対策や社内教育等により未然防止策

を実施しております。しかし、このような対応にもかかわらず、大規模なシステム障害の発生、サイバー攻撃、不正

アクセス、コンピュータウィルスの侵入等により、コンピュータシステムの停止、重要データの流出・破壊・改ざん

等が生じた場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑩ システム開発・構築支援事業について

　当社グループにおけるシステム開発・構築支援事業では、案件を受注する前に徹底的な審査を行っております。し

かし、受注後にプロジェクトの進行が遅延した場合は、コストの増加・機会費用の発生・遅延損害金の発生等によ

り、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪ 株式会社大塚商会との関係

　株式会社大塚商会（以下、大塚商会）は、2025年12月31日現在で、当社所有の自己株式を除く発行済株式の

17.96％を所有している筆頭株主です。当社グループと大塚商会とは、取引関係においては、緊密な関係にあります

が、資金調達面や事業運営面での制約はなく、当社グループの責任のもと意思決定を行っており、経営の独立性は確

保されています。今後も同社との取引拡大を図る方針ですが、万が一、何らかの理由により、同社との連携に問題が

生じた場合、あるいは同社の経営方針の変更等により、当社グループへの協力体制が変更された場合は、当社グルー

プの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑫ 重要な契約について

　当社グループの事業におきましては、以下の契約を「重要な契約」と認識しています。この契約が相手方の事業環

境の変化等により円滑に更新されなかった場合には、当社グループの財政状態及び業績に大きな影響を与える可能性

があります。

契約会社名：サイオステクノロジー株式会社

相手方の名称：レッドハット株式会社（Red Hat, Inc.の子会社）

契約期間：2008年10月１日から２年間（以後、2010年７月１日から１年ごとの自動更新）

契約の内容：レッドハット株式会社の製品等を販売する契約（「Distribution契約」）
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度においては、国内経済は雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期

待されますが、物価上昇の継続や米国の通商政策の影響により、依然として景気の下振れリスクが存在しておりま

す。また、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、企業の業務効率と生産性向上への強い意欲等を

背景に競争力強化に向けたIT投資需要が堅調に推移しており、システムの再構築やAIエージェントをはじめとする高

度なAI技術の活用等の戦略的IT投資需要は、今後も継続するものと見込まれております。

　このような状況において、当社グループは中長期的な企業価値の向上と持続的成長の実現に向け、ストック型ビジ

ネスモデルの拡大に継続して取り組むとともに、AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化等を通じ、変化に

柔軟かつ俊敏に対応してまいります。

 

　当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

　なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分並びに報告セグメントの利益又は損失の測定方法を変更してお

ります。下記の前期比較情報については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しておりま

す。

 

(a) 財政状態

　当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から576百万円増加し、8,662百万円（前連結会計年度末比

7.1％増）となりました。当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から257百万円増加し、6,805百万円

（同3.9％増）となりました。当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末から319百万円増加し、1,856百

万円（同20.8％増）となりました。

イ　資産

　流動資産は、売掛金及び契約資産の増加698百万円等の要因により、7,580百万円（前連結会計年度末比5.6％増）

となりました。

　固定資産は、ソフトウェアの増加269百万円等の要因により、1,081百万円（同18.8％増）となりました。

　この結果、総資産は、8,662百万円（同7.1％増）となりました。

ロ　負債

　流動負債は、買掛金の増加459百万円等の要因により、6,404百万円（前連結会計年度末比3.6％増）となりまし

た。

　固定負債は、退職給付に係る負債の増加24百万円等の要因により、400百万円（同9.7％増）となりました。

　この結果、負債合計は、6,805百万円（同3.9％増）となりました。

ハ　純資産

　純資産合計は、利益剰余金の増加320百万円等の要因により、1,856百万円（前連結会計年度末比20.8％増）となり

ました。

 

(b) 経営成績

　当連結会計年度における売上高は19,059百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益は401百万円（前年同期は35百万

円の利益）、経常利益は497百万円（前年同期163.4％比増）、親会社株主に帰属する当期純利益は320百万円（前年

同期比9.0％減）となりました。

　当社グループの重視する経営指標であるEBITDA（営業利益＋減価償却費＋のれん償却額）は460百万円（前年同期

は87百万円）、ROIC（営業利益×（１－実効税率）÷（株主資本＋有利子負債））は14.2％（前年同期は1.5％）と

なりました。

イ　売上高

　プロダクト＆サービス事業の売上高5,751百万円は（前年同期比7.3％減）、コンサルティング＆インテグレーショ

ン事業の売上高は3,459百万円（前年同期比13.4%増）、ソフトウェアセールス＆ソリューション事業の売上高は

9,860百万円（前年同期比12.8％減）となりました。全体としては、19,059百万円（前年同期比7.3％減）となりまし

た。

ロ　売上総利益

　売上総利益は、増収により5,292百万円（前年同期比0.7％減）となりました。
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ハ　営業利益

　販売費及び一般管理費は、人件費及び業務改善費の減少等により、前年同期と比べ404百万円減少し、4,891百万円

となりました。この結果、営業利益は401百万円（前年同期は35百万円の利益）となりました。

ニ　経常利益

　持分法による投資利益及び受取利息等の計上により営業外収益は102百万円、投資事業組合運用損等の計上により

営業外費用は５百万円となりました。この結果、経常利益は497百万円（前年同期比163.4％増）となりました。

ホ　税金等調整前当期純利益

　米国子会社における減損損失等の計上により特別損失は10百万円となりました。この結果、税金等調整前当期純利

益は487百万円（前年同期比18.1％減）となりました。

ヘ　親会社株主に帰属する当期純利益

　法人税等で167百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は320百万円（前年同期比9.0％減）とな

りました。

 

　当社グループは経営指標としてEBITDA、ROICを重視しており、中期経営計画において、それぞれの目標値を掲げて

います。2025年度は、EBITDAが目標の122百万円に対して460百万円、ROICが目標の2.8％に対して14.2％と、いずれ

も目標を達成しました。主な要因としては、販売費及び一般管理費が計画を下回ったこと等が挙げられます。

 

　また、各セグメントの経営成績は、次のとおりとなりました。

 

(プロダクト＆サービス)

　前連結会計年度に金融機関向け経営支援システム販売事業の株式譲渡を行い構造改革を実施した影響により、セグ

メント全体では減収増益となりました。

　クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow」やIDの管理をクラウドで行う「Gluegent Gate」等の「Gluegentシリー

ズ」(*10)は、生成AI搭載を中心としたユーザーアシスト等の機能強化が評価され、ARR(*11)が伸長し増益に寄与し

ました。

　主力自社製品である「LifeKeeper」販売は増収となり、利益面では米国連結子会社においてコストの見直しを実施

した結果、増益となりました。これらにより、売上高は5,751百万円（前年同期比7.3％減）、セグメント利益は726

百万円（前年同期比48.0％増）となりました。

 

(コンサルティング＆インテグレーション)

　セグメント全体ではIT投資の堅調な需要を捉え、受注が順調に推移し増収増益となりました。金融機関向け及び文

教向けのシステム開発・構築支援では案件獲得が順調に推移し増収増益となりました。今後高い成長が見込まれる

APIソリューション領域においては増収となりましたが、案件獲得に注力するとともに開発体制を強化したため、一

部利益率の低い案件の受注、人件費等のコスト増により減益となりました。これらにより、売上高は3,459百万円

（前年同期比13.4％増）、セグメント利益は343百万円（前年同期比10.2％増）となりました。

 

(ソフトウェアセールス＆ソリューション)

　セグメント全体では前年度第１四半期に計上したRed Hat, Inc.関連商品の大型案件の売上が無くなったことによ

り減収となったものの、前年度より業務提携を開始したElastic N.V.関連商品が売上を伸ばし増益に寄与しました。

これらにより、売上高は9,860百万円（前年同期比12.9％減）、セグメント利益は142百万円（前年同期比28.6％増）

となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ91百万円減少し3,586百万円とな

りました。

　当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　税金等調整前当期純利益487百万円等の要因により、営業活動により得られた資金は196百万円（前年同期は865百

万円の獲得）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　無形固定資産の取得による支出203百万円等の要因により、投資活動により使用した資金は207百万円（前年同期は

298百万円の獲得）となりました。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　長期借入金の返済49百万円等の要因により、財務活動により使用した資金は70百万円（前年同期は127百万円の使

用）となりました。

 

(*10) Gluegentシリーズ

IDの管理をクラウドで行うサービス「Gluegent Gate」をはじめ、クラウド型ワークフローの「Gluegent

Flow」、Google Calendarにチームメンバーの予定管理機能等を付加した「Gluegent Appsグループスケジュー

ラ」等、企業におけるクラウドを利用した業務効率化等を支援するサービス。

(*11) ARR

Annual Recurring Revenueの略。月末におけるMRR（サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる

収益の月間合計）×12ヶ月。

 

③ 生産、受注及び販売の状況

(a) 生産実績

　当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前年同期比(％)

プロダクト＆サービス(千円) 1,140,037 △17.8

コンサルティング＆インテグレーション(千円) 1,564,470 5.5

ソフトウェアセールス＆ソリューション(千円) 4,366 15.7

合計(千円) 2,708,874 △5.7

 

(b) 仕入実績

　当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前年同期比(％)

プロダクト＆サービス(千円) 1,025,386 6.1

コンサルティング＆インテグレーション(千円) 591,319 40.7

ソフトウェアセールス＆ソリューション(千円) 9,441,542 △13.9

合計(千円) 11,058,248 △10.5

 

(c) 受注実績

　当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

プロダクト＆サービス 5,939,792 90.9 3,741,855 105.3

コンサルティング＆インテグレー
ション

3,153,119 91.6 1,042,515 77.9

ソフトウェアセールス＆ソリュー
ション

10,049,305 89.0 518,545 157.1

合計 19,142,217 90.0 5,302,917 101.6
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(d) 販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

前年同期比(％)

プロダクト＆サービス(千円) 5,750,058 92.7

コンサルティング＆インテグレーション(千円) 3,448,353 113.5

ソフトウェアセールス＆ソリューション(千円) 9,860,806 87.1

合計(千円) 19,059,217 92.7

(注)１．セグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高を記載しております。

２．最近２連結会計年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

販売先

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社大塚商会 6,067,031 29.5 5,435,903 28.5

株式会社ネットワールド 2,599,494 12.6 2,279,192 12.0

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループは、我が国における一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき連結財務諸表を作成してお

ります。

　この連結財務諸表の作成に当たり、連結会計年度末における資産、負債の金額、及び連結会計年度における収

益、費用の金額に影響を与える重要な会計方針及び各種引当金等の見積り方法（計上基準）につきましては、「第

５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載の

とおりであります。

　また、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものに

つきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載のとおり

であります。

　なお、見積り、判断につきましては、過去の実績やその時点で入手可能な情報に基づいた合理的と考えられる

様々な要因を考慮した上で行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと

異なる場合があります。

 

② 当連結会計年度の経営成績の分析

　当社グループの当連結会計年度の経営成績の分析については、「(1）経営成績等の状況の概要　①　財政状態及

び経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 

③ 当連結会計年度の財政状態の分析

　当社グループの当連結会計年度の財政状態の分析については、「(1）経営成績等の状況の概要　①　財政状態及

び経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 

④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループは、事業に必要な資金を安定的に確保することを基本方針として、継続的なキャッシュ・フローの

創出及びバランスシートの健全化を重視し、営業活動によるキャッシュ・フローを内部資金の源泉と考えておりま

す。当社グループの資金需要は、運転資金のほか、研究開発及びM&A等の投資資金があります。これらの資金需要に

関しては、主に内部資金で賄いますが、必要に応じて金融機関からの借入等による資金調達も実施いたします。

　資金の流動性については、当連結会計年度末現在において当社グループの現金及び預金残高は、3,586百万円であ

り、今後の営業活動によって確保されるキャッシュ・フローに加え、複数の金融機関の当座貸越契約による融資枠

を設けており、十分な流動性を確保しているものと考えております。

 

⑤ 目標とする経営指標
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　当社グループは、EBITDAとROICを経営指標としており、2026年度の中期経営計画においては、下記の数値を目標

としております。

 2025年12月期実績 2026年12月期目標 2027年12月期目標 2028年12月期目標

EBITDA (百万円) 460 540 610 700

ROIC　　　 (％) 14.2 13.4 13.2 13.5

(注)１．EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

２．ROIC＝営業利益×（１－実効税率）÷（株主資本＋有利子負債）

３．ROICは実効税率35％を前提として計算しております。

 

EDINET提出書類

サイオス株式会社(E05413)

有価証券報告書

 21/112



５ 【重要な契約等】

（１）企業・株主間のガバナンスに関する合意

　該当事項はありません。

 

（２）企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意

　該当事項はありません。

 

（３）ローン契約と社債に付される財務上の特約

　該当事項はありません。

 

（４）その他の重要な契約

　　仕入先との契約

契約会社名 相手方の名称 契約年月日 契約の内容 備考

サイオステクノ
ロジー株式会社

レッドハット
株式会社

2008年
10月１日

 エンタープライズ向けLinux OSで
ある「Red Hat Enterprise
Linux」、ミドルウェア製品「JBoss
Enterprise Middleware」、その他
レッドハット製品を提供できる販売
代理店契約である「Distribution契
約」を締結しております。

 当初の契約期間は契約日
（2008年10月１日）から２
年間ですが、2010年７月１
日付けで１年間の契約更新
を行いました。なお、当該
契約は以後１年毎の自動更
新となります。
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６ 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動状況は、以下のとおりであります。

なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は536,843千円となっております。

 

(1) プロダクト＆サービス

　自社開発ソフトウェア製品及びSaaS製品の開発・販売・サポートを行っております。具体的には、以下のとおりで

あります。

①「LifeKeeper」等の新規機能の開発

・LifeKeeper v10（新バージョン）の開発

－ウェブベースのGUI (Graphical User Interface) Windows版の開発

－Recovery Kit for JP1/AJSのLinux版とWindows版の開発

・クラウド対応の機能開発

－Recovery Kit for Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Windows版の開発

・その他新規機能開発

－遠隔地の災害対策サイトに対応するためのDisaster Recovery add-on機能のサポート構成拡大

－ユーザー作成スクリプト（Generic ARK）のPowerShell対応

－各種セキュリティ対応の強化

② クラウドサービス「Gluegentシリーズ」の機能強化

・「Gluegent Flow」AIを利用した機能の開発

・「Gluegent Flow」API機能の追加開発

・「Gluegent Apps」の独立化のためのID統合機能の継続開発

・「Gluegent Gate」の統合ID機能強化 (グループ会社・サプライチェーンの統合ID管理)

・「Gluegent Gate」のパスワードレス機能強化（顔認証、パスキー等）

・「Gluegentシリーズ」全般の各種機能強化

③ 複合機ソリューション関連の新バージョン及び新製品開発

・Quickスキャン、Speedocの新バージョンの開発（QuickスキャンAI,Quickスキャン Plus及びSpeedocAIの開発）

・Easyファクス、スマートecoファクス新機能開発

・複合機の新モデルへの対応

④ 座席・会議室・行動管理ソリューションの機能開発・強化

・フリーアドレス座席管理システム「YourDesk」の開発、機能強化

・会議室予約システムの追加開発、機能改善

 

(2) コンサルティング＆インテグレーション

　該当事項はありません。

 

(3) ソフトウェアセールス＆ソリューション

　該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

　当社グループの当連結会計年度における設備投資総額は215百万円であります。

　なお、設備の状況は特定のセグメントに区分できないため、セグメント別の記載を省略しております。また、有形固

定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2025年12月31日現在
 

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業
員数
(人)建物

工具、
器具及
び備品

リース
資産

ソフト
ウェア

合計

本社
(東京都港区)

全社

事務所設備
及びパソコ
ン、ソフト
ウエア等

19,615 9,358 － 1,812 30,786
41
(12)

(注)１．従業員数の（　）は外数であり、臨時雇用者数を表示しております。

２．建物を賃借しております。年間賃借料は179,291千円であります。

 

(2) 国内子会社

2025年12月31日現在
 

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業
員数
(人)建物

工具、
器具及
び備品

リース
資産

ソフト
ウェア

合計

サイオステクノロジー株
式会社
(東京都港区)

プロダク
ト＆サービ
ス
コンサル
ティング＆
インテグ
レーション
ソフトウェ
アセール
ス＆ソ
リューショ
ン

事務所設備
及びパソコ
ン、ソフト
ウエア等

8,007 11,457 17,194 275,939 312,598
401
(38)

サンディブルー株式会社
(東京都港区)

コンサル
ティング＆
インテグ
レーション

－ － － － － －
4
(－)

(注) 従業員数の（　）は外数であり、臨時雇用者数を表示しております。

 

(3) 在外子会社

　該当事項はありません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

 

(2)重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年３月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,874,400 8,874,400
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

計 8,874,400 8,874,400 － －

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年３月31日 － 8,874,400 － 1,481,520 △361,305 －

(注) 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
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(5) 【所有者別状況】

       2025年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) － 2 12 35 20 45 5,986 6,100 －

所有株式数
(単元)

－ 2,043 2,498 42,424 2,451 238 39,032 88,686 5,800

所有株式数
の割合(％)

－ 2.30 2.82 47.84 2.76 0.27 44.01 100.00 －

(注) 自己株式3,338株は、「個人その他」に33単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

  2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋２－18－４ 1,593,300 17.96

パーソルテンプスタッフ株式会社 東京都渋谷区代々木２－１－１ 1,500,000 16.91

喜多エンタープライズ株式会社 東京都港区高輪３－10－23－401 920,000 10.37

喜多伸夫 東京都港区 215,900 2.43

株式会社日本カストディ銀行（信

託口）
東京都中央区晴海１－８－12 202,000 2.28

サイオス従業員持株会 東京都港区南麻布２－12－３ サイオスビル 150,700 1.70

大塚厚志 東京都目黒区 145,300 1.64

エフサステクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市中原区中丸子13－２ 110,000 1.24

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－13－１ 99,542 1.12

福田一郎 東京都港区 80,800 0.91

計 － 5,017,542 56.56

(注) １．上記のほか当社所有の自己株式3,338株（0.04％）があります。

２．持株比率は、自己株式3,338株を控除して計算しております。なお、自己株式数には、業績連動型株式報酬制

度に係る信託口が保有する当社株式202,000株は含んでおりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2025年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

－ －
普通株式 3,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,865,300 88,653
株主としての権利内容に
何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 普通株式 5,800 － －

発行済株式総数  8,874,400 － －

総株主の議決権  － 88,653 －

(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カ

ストディ銀行が保有する当社株式202,000株（議決権の数2,020個）が含まれております。

 

② 【自己株式等】

    2025年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己所有株式)
サイオス株式会社

東京都港区南麻布
２丁目12番３号

3,300 － 3,300 0.04

計 － 3,300 － 3,300 0.04

(注) 「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式202,000株につい

ては、上記の自己株式等に含まれておりません。
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(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

　当社は、2024年３月28日開催の第27期定時株主総会の決議及び国内主要子会社の定時株主総会決議に基づき、当社

の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員並びに当社の国内主要子会社の取締役

（社外取締役を除く。）及び執行役員（以下総称して「取締役等」という。）を対象とする業績連動型株式報酬制度

（以下「本制度」という。）を導入しております。（信託契約日2024年11月27日）

　本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利

益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを

目的としております。

 

①　本制度の概要

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当社普通株式（以下「当

社株式」という。）を取得し、取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役等

に対して交付されるものです。

　なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則としてその退任時です。

 

②　信託契約の概要

1) 名称　　　　　　役員向け株式交付信託

2) 委託者　　　　　当社

3) 受託者　　　　　三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）

4) 信託管理人　　　当社及び当社役員から独立した第三者

5) 議決権行使　　　本信託内の株式については、議決権を行使いたしません

6) 信託の種類　　　金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

7) 信託の期間　　　2024年11月27日～2027年５月末日（予定）

 

③　取締役に取得させる予定の株式の総数

　当社は、2024年12月期から2026年12月期までの３事業年度において取締役に交付するために必要な当社株式の取得

資金として、合計90,000千円を上限とする金銭を拠出し、本信託を設定します。

　なお、取締役に対して付与するポイントの上限数は、１事業年度当たり39,000ポイント（１ポイントは当社株式１

株）です。

 

④　本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

　株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分
割に係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他 (－) － － － －

保有自己株式数 3,338 － 3,338 －

(注) １．当期間における処理自己株式には、2026年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売

渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、2026年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

３．保有自己株式数には、役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託に係る信託口が保有する株式数

（202,000株）は含まれていません。

 

３ 【配当政策】

　当社は、連結業績の推移・見通し、配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標を総合的に勘案しつつ、安定的な

配当を継続することを基本方針としています。

　2025年12月期におきましては、利益の獲得に努めたものの、2024年12月期に計上した個別決算における関係会社株式

の減損（特別損失）による利益剰余金の減少を回復させる水準には至っておらず、配当原資の不足により、誠に遺憾な

がら期末配当を無配とさせていただきたいと存じます。

　上記の基本方針のもと、今般、新たな成長戦略の遂行とストック型ビジネスモデルの強化を通じて継続的な成長を実

現し、株主還元をより一層充実させていく考えから、株主還元の方向性をより明確にするため、具体的な目標数値を以

下のとおり定めました。

　2026年12月期は１株当たり５円、2027年12月期以降は連結配当性向30%以上を目標として、安定的かつ継続的な還元

に努めてまいります。

　なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。毎年12月31日を期末配当、６月30日を

中間配当の基準日としており、それ以外にも基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めておりま

す。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスを重要課題と認識しており、透明性の高い健

全なコーポレート・ガバナンス体制の整備及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っています。また、遵法

の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の

強化を目指しています。

 

② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

イ　企業統治の体制の概要

　当社は、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。

　当社の取締役会は、重要事項の審議及び意思決定、業務執行の管理監督を行うほか、業績に関する報告を受

け、今後の対策等を討議しております。また、当社は、執行役員制を導入し、業務の執行機能と管理監督機能を

分離することで、取締役会の役割を明確にしております。

　意思決定機関である取締役会とは別に、審議機関として常勤取締役及び執行役員等で構成する執行役員会を月

１回開催し、当社の状況や損益計画の進捗を確認するとともに、経営全般の重要事項の審議を行っております。

その他、常勤取締役、執行役員及びグループ会社執行役員等で構成する合同執行役員会を月１回開催し、当社グ

ループの状況や損益計画の進捗等を確認しております。

 

(取締役会)

当社は、原則として毎月１回の定時取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の取

締役会は、提出日（2026年３月25日）現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名と監査等委員

である取締役３名の計８名で構成され、このうち社外取締役は３名であります。代表取締役社長の喜多伸夫

が議長を務めております。構成員の氏名につきましては、「(2) 役員の状況　①　役員一覧」に記載のとお

りです。

 

(監査等委員会)

当社の監査等委員会は、提出日（2026年３月25日）現在、監査等委員である取締役３名で構成され、このう

ち２名は社外取締役であります。委員長は常勤監査等委員である取締役の平松祐樹が務めております。構成

員の氏名につきましては、「(2) 役員の状況　①　役員一覧」に記載のとおりです。監査等委員会は、取締

役会から独立した機関として内部統制システムを利用した監査を行うとともに、取締役の職務の執行状況の

監督機能を担います。

 

(指名報酬委員会)

当社は、取締役の指名・報酬の決定に関わる取締役会の機能の公正性・透明性・客観性と説明責任を強化す

るため、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は提出日（2026年３月25日）現在、代

表取締役社長及び社外取締役３名の計４名にて構成され、委員会構成員の過半数を独立役員としておりま

す。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議

を行い、取締役会に対して答申を行います。

 

※当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役（監査等委員である取

締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役（監査等委員

である取締役を除く。）は５名（内、社外取締役１名)となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が

予定されている取締役会の決議事項として「代表取締役選定の件」、「役付取締役（社長）選定の件」及び

「執行役員選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取締役会の構成員及び執行役

員については、後記「(2)役員の状況　①役員一覧」のとおりであり、指名報酬委員会の委員は、社外取締役

小野未貴 、社外取締役（監査等委員）古畑克巳、社外取締役（監査等委員）長谷川紘之及び代表取締役社長

喜多伸夫となります。

 

ロ　現状のガバナンス体制を採用している理由

　当社は、会社の価値を最大化するには、経営者が健全かつタイムリーで、スピーディな意思決定を行い、それ

に基づき業務執行を行うことが基本であると考えております。また、これらを監督する機関が必要であると認識

しています。

　当社の取締役会では、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を構成員とすることにより、取締役会の監

督機能を高め、監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。ま

た、監査等委員である取締役は３名中２名が社外取締役であり、公正性を高めております。
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　当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの概要は、次のとおりとなります。

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ　内部統制システム及びリスクの管理体制の整備状況

　当社が、取締役会において決議した「業務の適正を確保するための体制」の概要は、以下のとおりでありま

す。

1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a) 当社は、「誠実・Integrity」を、取締役及び使用人が共有する価値観であるSIOS Values 2.0のひとつ

と定め、SIOS Values 2.0の浸透に向けた活動を通じ、高い倫理性を持った企業風土の醸成に努める。

b) 当社はコンプライアンス規程を制定し、取締役会のもとにコンプライアンス委員会を設置する。当該委

員会は、コンプライアンスに関する課題・対応状況について取締役会に報告する。

c) 当社は、公益通報者保護規程を制定し、従業員からの通報を受ける社内の通報窓口を当社の法務サービ

スラインに、社外の通報窓口を社外の法律事務所内（弁護士）に設置する。また、公益通報者保護法の趣

旨を踏まえて、より広い範囲で通報処理体制を設け、その運用について周知徹底を図り、法令及び定款の

違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める。

d) 取締役は、重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、速やか

に監査等委員会に報告し、遅滞なく取締役会において報告する。

e) 内部監査室は、監査等委員会との連携を図り、内部監査規程に従い当社グループの組織・諸制度及び業

務規則・社内規程等に整合しているかを評価・検証することを通じ、取締役の職務の執行の法令及び定款

の適合状況を監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

f) 当社は、任意の指名報酬委員会を設置し、取締役の指名、報酬の決定について客観性・透明性を確保す

る。

g) 当社は複数の社外取締役を置き、社内情勢に関係なく客観的な視点から経営について判断、助言を受け

職務執行の公正性を強化する。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a) 取締役の職務執行に係る情報は、情報管理にかかる規程等を整備することで、適切に保存し、管理す

る。

b) 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a) 当社は、リスク管理規程を制定し、取締役会のもとにリスク管理委員会を設置する。当該委員会は、会

社のリスク管理を適切に行うために、その管理状況等について取締役会に報告する。
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b) 各部門長及び執行役員は、業務の運営に係るリスクに関して具体例を抽出し、原因を分析・集約し、改

善策を作成して各部門内への指導と教育を行うとともに、当該改善策に従った運用をしているかを確認

し、リスク管理を統括する法務サービスラインに報告する。

c) 昨今のサイバーセキュリティリスクの高まりを受け、当社では情報セキュリティに対応する専門の組織

を設け、当社グループが利用する情報システムの脆弱性や異常などを常に監視し、また、リスク発生時に

適時かつ適切に対応する。

d) 内部監査室は、当社のリスク管理の状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に

報告する。また、監査を通じて従業員に助言することで当社グループのコンプライアンスの向上に寄与す

る。

e) 監査等委員会は、リスク管理体制が有効に機能しているか、また、適正な運営が確保されているかを監

査する。

f) 経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生又は発生するおそれが生じた場合、当社は緊急対策本部を設

置し、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。

4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a) 当社は、執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行役員に対し、執行役員規程等に定められた範

囲で職務の執行を委任し、取締役会及び取締役がその職務の執行を監督し、責任を負う。当社は、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員共に任期を１年とすることで、変化と競争の激しい経

営環境に機敏に対応する体制をとる。

b) 取締役会は、経営上重要な事項について、取締役及び執行役員から定期的に経営状況等の報告を受ける

ことにより、取締役及び執行役員の職務の執行が、関係法規に照らし、善良なる管理者の注意義務を尽く

した適切な経営判断となるよう監督する。

c) 取締役会は、全社的な目標として年度予算及び方針を決定し、取締役及び執行役員による業務執行を監

督する。

d) 取締役及び執行役員は、目標達成に向け、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を行うよう努める。

e) 取締役及び執行役員は、取締役会で目標達成に向けた進捗状況を報告し、取締役会は必要に応じ、目標

を修正する。

f) 取締役及び執行役員、その他重要な使用人の業務執行の権限及び責任を明確にするため、業務分掌及び

職務分掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を図る。

5) 会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

a) 当社子会社に対する管理及び監視体制

　当社は、グループ内のバックオフィス機能を当社に集約することで、業務やシステムの標準化・集約化

を図り、ガバナンス・コンプライアンス機能を強化する。また、関係会社管理規程を制定し、子会社を管

理するとともに、子会社及び関連会社の取締役又は監査役を選定し、その任にあたらせ、業務の適正を監

視する。

b) 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、当社子会社における経営上重要な事項について、関係会社管理規程に則り、当社取締役会又は

当社代表取締役社長による承認若しくは報告を義務付ける。

c) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ) 当社は、当社子会社において、経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生又は発生するおそれが生

じた場合の体制と対策組織の編成方針を定める。

ⅱ) 当社は、当社子会社において緊急事態が発生した場合には、前記ⅰ）の方針の定めに基づき、損害

の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。

ⅲ) 当社の内部監査室は、当社子会社のリスク管理の状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及

び監査等委員会に報告する。

d) 当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、連結ベースで年度予算を策定し、その進捗状況は当社取締役会に報告され、取締役会は適時適

切に監督を行う。

e) 当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ) 当社は、当社のコンプライアンス規程に基づき、当社子会社に対しても、当社と同様のコンプライ

アンス体制を運用するよう監督する。

ⅱ) 当社の内部監査室は、当社の監査等委員会との連携を図り、当社子会社の取締役、執行役員及び使

用人の職務の執行の法令及び定款の適合状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及び監査等委

員会に報告する。

6) 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体

制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
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a) 当社の監査等委員会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置

するものとする。

b) 配置に当たっての具体的な内容（使用人の任命、異動、人事考課、賞罰等）については、当社の監査等

委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）か

らの独立性を確保するものとする。

c) この場合、当該使用人は監査補助業務に関しては当社の監査等委員会の指示命令に従うものとする。

7) 当社の監査等委員会への報告に関する体制

a) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人は、法定の事項、当社に重大

な影響を及ぼすおそれのある事項やその経過報告が必要な事項について、直接又は業務上の報告体制に基

づき、速やかに当社の監査等委員会に報告する。

b) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人は、当社の監査等委員会が職

務の執行に必要な情報の提供を求めた場合には、速やかに対応する。

c) 当社子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告

をするための体制

ⅰ) 当社子会社の監査役は、当社の監査等委員会と報告会を設け、情報の共有化を図る。

ⅱ) 当社の監査等委員は、子会社の監査役を兼務又は子会社の取締役会にオブザーバーとして出席する

ことができるものとする。

ⅲ) 当社の監査等委員会は、直接又は当社のコンプライアンス委員会を通じて、当社子会社の取締役、

監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者から、必要に応じて、随時報告を受けることがで

きるものとする。

8) 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制

　当社は、公益通報者保護規程を制定し、直接又はコンプライアンス委員会を通じて当社の監査等委員会へ

報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者に対し、当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

9) 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、当社の監査等委員会が職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたときは、明らかに

当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う

ものとする。

10) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a) 当社の監査等委員会は、年間の監査計画を策定し、取締役会に報告するとともに、当該監査の実効性の

確保のための必要な施策の実施を取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び取締役会に対して求め

ることができるものとする。

b) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社の監査等委員会の監査計画に基づく監査が

効率的に実施されるよう、必要に応じて担当部門に対して指示を行うものとする。

c) 監査の実効性を確保するため、当社は、以下の方針に基づき、監査等委員会監査の環境整備に努める。

ⅰ) 当社の監査等委員会が当社代表取締役社長と定期的に意見交換を実施できること

ⅱ) 当社の監査等委員が監査において必要な社内会議へ出席する機会を不当に制限されないこと

ⅲ) 当社の監査等委員会の過半数は社外取締役とし、監査等委員会の独立性及び透明性を確保すること

11) 反社会的勢力排除に向けた体制

a) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、法令、社会的規範等の遵守を謳ったコンプライアンス規程を制定するとともに、反社会的勢

力排除規程を設け、反社会的勢力及び団体との関係遮断を掲げ、関係排除に取り組むものとする。

b) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

ⅰ) 当社は、反社会的勢力排除規程において、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業活動の健全な

発展を阻害する反社会的勢力や団体との関係を完全に遮断し、不当な要求には応じないことを明示す

るものとする。

ⅱ) 日常の管理は法務サービスラインが担当する。
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12) 財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行うための体制

a) 当社は、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行うため、財務報告に係る

内部統制基本方針書において、当社及び当社子会社の財務報告の信頼性を確保するための基本的な方針の

設定、方針の展開、内部統制の整備・運用及び評価における全社的な管理体制、日程、手続きに関する人

員及びその編成並びに教育・訓練の方法等を定めるものとする。

b) 監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査する。ま

た、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用

状況を監査する。

 

ロ　子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　当社が、取締役会において決議した「子会社の業務の適正を確保するための体制」の概要は、以下のとおりで

あります。

1) 当社子会社に対する管理及び監視体制

　当社は、グループ内のバックオフィス機能を当社に集約することで、業務やシステムの標準化・集約化を図

り、ガバナンス・コンプライアンス機能を強化する。また、関係会社管理規程を制定し、子会社を管理すると

ともに、子会社及び関連会社の取締役又は監査役を選定し、その任にあたらせ、業務の適正を監視する。

2) 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、当社子会社における経営上重要な事項について、関係会社管理規程に則り、当社取締役会又は当社

代表取締役社長による承認若しくは報告を義務付ける。

3) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a) 当社は、当社子会社において、経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生又は発生するおそれが生じた

場合の体制と対策組織の編成方針を定める。

b) 当社は、当社子会社において緊急事態が発生した場合には、前記a)の方針の定めに基づき、損害の拡大

を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。

c) 当社の内部監査室は、当社子会社のリスク管理の状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及び監

査等委員会に報告する。

4) 当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、連結ベースで年度予算を策定し、その進捗状況は当社取締役会に報告され、取締役会は適時適切に

監督を行う。

5) 当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a) 当社は、当社のコンプライアンス規程に基づき、当社子会社に対しても、当社と同様のコンプライアン

ス体制を運用するよう監督する。

b) 当社の内部監査室は、当社の監査等委員会との連携を図り、当社子会社の取締役、執行役員及び使用人

の職務の執行の法令及び定款の適合状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報

告する。

 

④ 取締役の定数

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨

を定款に定めております。

 

⑤ 取締役の選任の決議要件

　当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款

に定めております。

 

⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ　剰余金の配当等

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な

利益還元を可能にするためです。

ロ　取締役の責任免除

　当社は、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役であった者の会社法第423条第１項の責任につ

き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責

任を免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件
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　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨を定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

　当社が定款の規定に基づき社外取締役全員と締結した責任限定契約の概要は、次のとおりであります。

　取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、そ

の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度と

して損害賠償責任を負うものとする。

 

⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が

その職務の執行に関し責任を負うことにより負担することとなる損害又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ

とによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。

　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員であり、全ての

被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

⑩ 取締役会の活動状況

　当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであ

ります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役社長 喜多　伸夫 18 18

取締役 森田　昇 18 18

取締役 山﨑　靖之 18 18

取締役 小林　徳太郎 18 18

社外取締役 小野　未貴 18 18

取締役（常勤監査等委員） 平松　祐樹 18 18

社外取締役（監査等委員） 古畑　克巳 18 18

社外取締役（監査等委員） 長谷川　紘之 18 18

　取締役会では、経営計画の策定、決算や業績・財務に関する事項、人事及び組織に関する事項、内部統制に関

する事項等、経営に関する全般的な重要事項を検討し決議しております。また、業務執行状況及びリスクに関す

る事項等について監督を行っています。

 

⑪ 任意の指名報酬委員会の活動状況

　当事業年度において当社は任意の指名報酬委員会を３回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況につい

ては次のとおりであります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役社長 喜多　伸夫 ３ ３

社外取締役 小野　未貴 ３ ３

社外取締役（監査等委員） 古畑　克巳 ３ ３

社外取締役（監査等委員） 長谷川　紘之 ３ ３

　任意の指名報酬委員会では、取締役会からの諮問に応じ、取締役候補者の選任並びに取締役（監査等委員であ

る取締役及び社外取締役を除く。）の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申しております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

１．2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
 
男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 氏名 生年月日 略歴
任期
(年)

所有株式数
（株）

代表取締役

社長
喜　多　伸　夫 1959年８月３日生

1982年４月　　稲畑産業株式会社入社

1999年７月　　ノーザンライツコンピュータ株式会社代表取締

役社長

2002年１月　　当社代表取締役社長

2006年３月　　当社代表取締役社長最高業務執行役員（現任）

2015年６月　　BayPOS, Inc.取締役（現任）

2017年10月　　サイオステクノロジー株式会社代表取締役社長

（現任）

2019年８月　　SIOS Technology Corp.取締役兼CEO（現任）

(注)２ 215,900

取締役 森 田　　 昇 1963年９月18日生

2003年12月　　株式会社フィオシス・コンサルティング代表取

締役社長

2004年５月　　株式会社オーディーケイ情報システム取締役

2008年６月　　株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長

2015年５月　　当社専務執行役員

2016年３月　　当社取締役専務執行役員（現任）

2018年３月　　サイオステクノロジー株式会社取締役（現任）

2020年12月　　株式会社セシオス取締役（現任）

(注)２ 7,500

取締役 山　﨑　靖　之 1963年２月21日生

2001年４月　　日本ラショナルソフトウェア株式会社（現日本

アイ・ビー・エム株式会社）入社

2003年５月　　当社入社　執行役員

2017年10月　　サイオステクノロジー株式会社取締役（現任）

2021年３月　　当社取締役（現任）

2025年９月　　サンディブルー株式会社取締役（現任）

(注)２ 12,200

取締役 小 林　徳 太 郎 1962年10月29日生

1997年11月　　コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）

入社

2003年５月　　株式会社フェロ・ジャパン（現株式会社バイブ

ランツ・ジャパン）入社

2006年７月　　当社入社

2007年４月　　当社執行役員

2011年２月　　SIOS Technology Corp.取締役（現任）

2015年４月　　当社常務執行役員

2021年３月　　当社取締役常務執行役員（現任）

2025年９月　　サンディブルー株式会社監査役（現任）

(注)２ 37,100

取締役 小　野　未　貴 1976年７月20日生

2005年10月　　弁護士登録（東京弁護士会所属）

弁護士法人キャスト糸賀入所

2007年２月　　渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現渥美

坂井法律事務所・外国法共同事業）入所

2017年１月　　渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パート

ナー（現任）

2022年３月　　当社社外取締役（現任）

(注)２ －

取締役

(常勤監査等

委員)

平 松　祐 樹 1958年３月15日生

1983年４月　　日本警備保障株式会社（現セコム株式会社）入

社

1989年８月　　日興ベンチャーキャピタル株式会社（現アン

ト・キャピタル・パートナーズ株式会社）入社

2004年５月　　当社入社

2008年４月　　当社執行役員

2011年３月　　当社常勤監査役

2017年３月　　当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

2017年10月　　サイオステクノロジー株式会社監査役（現任）

(注)３ 500

取締役

(監査等

委員)

古　畑　克　巳 1952年４月25日生

1975年10月　　監査法人中央会計事務所入所

1981年10月　　公認会計士古畑克巳事務所代表（現任）

1999年４月　　当社監査役

2001年３月　　株式会社fellow代表取締役社長（現任）

2017年３月　　当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2024年１月　　株式会社ATC監査役（現任）

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴
任期
(年)

所有株式数
（株）

取締役

(監査等

委員)

長 谷 川　紘 之 1976年８月13日生

2001年10月　　弁護士登録（東京弁護士会所属）

長島・大野・常松法律事務所入所

2011年４月　　証券取引等監視委員会事務局

2013年２月　　片岡総合法律事務所入所

2014年１月　　片岡総合法律事務所パートナー（現任）

2016年３月　　当社監査役

2017年３月　　当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2019年５月　　株式会社ティムス監査役（現任）

(注)３ －

計 273,200

(注) １．小野未貴、古畑克巳、長谷川紘之は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時か

ら１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長：平松祐樹　委員：古畑克巳、長谷川紘之

５．上記の所有株式数は、2025年12月31日現在のものであります。

 

２．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除

く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の

通りとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職

等)を含めて記載しています。
 
男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長
喜　多　伸　夫 1959年８月３日生

1982年４月　　稲畑産業株式会社入社

1999年７月　　ノーザンライツコンピュータ株式会社代表取締

役社長

2002年１月　　当社代表取締役社長

2006年３月　　当社代表取締役社長最高業務執行役員（現任）

2015年６月　　BayPOS, Inc.取締役（現任）

2017年10月　　サイオステクノロジー株式会社代表取締役社長

（現任）

2019年８月　　SIOS Technology Corp.取締役兼CEO（現任）

(注)２ 215,900

取締役 森 田　　 昇 1963年９月18日生

2003年12月　　株式会社フィオシス・コンサルティング代表取

締役社長

2004年５月　　株式会社オーディーケイ情報システム取締役

2008年６月　　株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長

2015年５月　　当社専務執行役員

2016年３月　　当社取締役専務執行役員（現任）

2018年３月　　サイオステクノロジー株式会社取締役（現任）

2020年12月　　株式会社セシオス取締役（現任）

(注)２ 7,500

取締役 山　﨑　靖　之 1963年２月21日生

2001年４月　　日本ラショナルソフトウェア株式会社（現日本

アイ・ビー・エム株式会社）入社

2003年５月　　当社入社　執行役員

2017年10月　　サイオステクノロジー株式会社取締役（現任）

2021年３月　　当社取締役（現任）

2025年９月　　サンディブルー株式会社取締役（現任）

(注)２ 12,200

取締役 小 林　徳 太 郎 1962年10月29日生

1997年11月　　コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）

入社

2003年５月　　株式会社フェロ・ジャパン（現株式会社バイブ

ランツ・ジャパン）入社

2006年７月　　当社入社

2007年４月　　当社執行役員

2011年２月　　SIOS Technology Corp.取締役（現任）

2015年４月　　当社常務執行役員

2021年３月　　当社取締役常務執行役員（現任）

2025年９月　　サンディブルー株式会社監査役（現任）

(注)２ 37,100
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 小　野　未　貴 1976年７月20日生

2005年10月　　弁護士登録（東京弁護士会所属）

弁護士法人キャスト糸賀入所

2007年２月　　渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現渥美

坂井法律事務所・外国法共同事業）入所

2017年１月　　渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パート

ナー（現任）

2022年３月　　当社社外取締役（現任）

(注)２ －

取締役

(常勤監査等

委員)

平 松　祐 樹 1958年３月15日生

1983年４月　　日本警備保障株式会社（現セコム株式会社）入

社

1989年８月　　日興ベンチャーキャピタル株式会社（現アン

ト・キャピタル・パートナーズ株式会社）入社

2004年５月　　当社入社

2008年４月　　当社執行役員

2011年３月　　当社常勤監査役

2017年３月　　当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

2017年10月　　サイオステクノロジー株式会社監査役（現任）

(注)３ 500

取締役

(監査等

委員)

古　畑　克　巳 1952年４月25日生

1975年10月　　監査法人中央会計事務所入所

1981年10月　　公認会計士古畑克巳事務所代表（現任）

1999年４月　　当社監査役

2001年３月　　株式会社fellow代表取締役社長（現任）

2017年３月　　当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2024年１月　　株式会社ATC監査役（現任）

(注)３ －

取締役

(監査等

委員)

長 谷 川　紘 之 1976年８月13日生

2001年10月　　弁護士登録（東京弁護士会所属）

長島・大野・常松法律事務所入所

2011年４月　　証券取引等監視委員会事務局

2013年２月　　片岡総合法律事務所入所

2014年１月　　片岡総合法律事務所パートナー（現任）

2016年３月　　当社監査役

2017年３月　　当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2019年５月　　株式会社ティムス監査役（現任）

(注)３ －

計 273,200

(注) １．小野未貴、古畑克巳、長谷川紘之は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時か

ら１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長：平松祐樹　委員：古畑克巳、長谷川紘之

５．上記の所有株式数は、2025年12月31日現在のものであります。
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② 社外取締役の状況

イ　当社の社外取締役の員数並びに社外取締役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

　提出日（2026年３月25日）現在、当社の取締役は８名であり、そのうち社外取締役は３名であります。

　社外取締役の小野未貴氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、当社グループの経営の健全性・

適正性の確保及び透明性の向上に寄与していただけるものと判断しております。また、同氏は会社の経営に関

与したことはありませんが、同氏の豊富な企業法務に関する知見に基づき、当社の経営全般に的確な助言をい

ただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利

害関係はありません。同氏は、渥美坂井法律事務所に所属していますが、同事務所と当社の間には、人的関

係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の古畑克巳氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、当社グループの経営の健全

性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与していただけるものと判断しております。また、同氏には、特に財

務会計の観点から、当社の経営に対する監査・監督機能強化に寄与していただくことを期待しております。な

お、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式

会社fellowの代表取締役社長、公認会計士古畑克巳事務所代表及び株式会社ATCの監査役でありますが、各社

と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の長谷川紘之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、当社グループの経営の健全

性・適切性の確保及び透明性の向上に寄与していただけるものと判断しております。また、同氏は、会社の経

営に関与したことはありませんが、特に法的観点から、当社の経営に対する監査・監督機能強化に寄与してい

ただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利

害関係はありません。同氏は、片岡総合法律事務所パートナー、株式会社ティムスの監査役でありますが、各

社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　なお当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き当社の取締

役は８名、そのうち社外取締役は３名となります。

ロ　社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

　当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要　②

企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由　ロ　現状のガバナンス体制を採用している理由」に記載の

とおりであります。

　社外取締役は、常勤取締役から内部監査室及び会計監査人との情報共有の内容の報告を受け、経営監視機能

の強化及び監査の実効性向上に努めております。

　なお、当社は、社外取締役小野未貴氏、古畑克巳氏、長谷川紘之氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として同取引所に届け出ております。

ハ　社外取締役の選任状況に関する考え方

　当社の社外取締役は、いずれも職務執行の監督機能の維持・向上のため、独立性が確保された、豊富な経験

と幅広い見識を有する者であり、当社の業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たしています。当

社はこれらの諸点を厳格に検討し、社外取締役を選任しており、特段の独立性に関する基準を定めておりませ

ん。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、社外経験を活かした客観的な見地及び独立した立場から他の取締役の監視監

督を行っております。

　また、三様監査及び内部統制部門による報告や各種情報について、取締役会を通じて入手するとともに、必要が

あれば直接に情報・意見の交換等を行い、監視監督の質の向上を図っております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

　当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員３名（うち、社外取締役２名）で構成されてい

ます。監査等委員会は毎月１回定期に、また必要に応じ随時開催され、必要な協議・決議がなされています。監査

等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に基づき、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営課

題、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表取締役社長との相互認識と信頼関係を深めるとともに、取締

役会やその他重要な会議に出席して経営の状況を把握し、必要に応じて当社グループの役職員から業務執行状況を

聴取すること等により、取締役の職務執行について監査を行っております。

　なお、監査等委員の古畑克巳氏は、公認会計士の資格を有し、財務会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。また、監査等委員の長谷川紘之氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

　当事業年度において当社は監査等委員会を20回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は次の

とおりであります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

取締役（常勤監査等委員） 平松　祐樹 20回 20回

社外取締役（監査等委員） 古畑　克巳 20回 20回

社外取締役（監査等委員） 長谷川　紘之 20回 20回

　監査等委員会においては、監査方針及び監査計画等の策定、取締役の職務執行及び子会社の監査、内部統制シス

テムの構築及び運用状況の監査、リスクマネジメントの取組み状況の監査、収益力の改善状況の監査、監査報告書

の作成、会計監査人による監査の相当性の監査、会計監査人の評価、会計監査人の報酬内容及び決定プロセスの確

認を行いました。また、監査等委員会は会計監査人から監査方針・監査計画を聴取し、期中レビュー結果及び期末

監査結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向

上に努めております。

　常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室等と意思疎通

を図り、当社及び当社子会社の取締役会及びその他の会議に出席し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人等か

らその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、当社及び当社子会社の重要な決

裁書類等を閲覧し、当社及び当社子会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、会計監査人が独立の立場を

保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。これらの活動で収集した社内情報等は非常勤監査等委員へ報

告するとともに、必要に応じて監査等委員会で協議しました。

 

② 内部監査の状況

　内部監査の専任部門として、当社グループの内部監査体制全般を所管する内部監査室があり、内部監査業務を担

当する職員が２名おります。内部監査室は、年次監査計画に基づき業務活動全般にわたる監査を実施し、監査結果

を代表取締役社長、監査等委員会及び必要に応じて取締役会に報告し、被監査部門に対し改善指導を実施しており

ます。

　内部監査室は、監査等委員会と緊密に連携をとっており、会計監査人との情報共有を図るなど効果的な三様監査

の実現に努めております。

 

③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

ｂ．継続監査期間

1998年以降

(注) 当社は、1998年から2007年までみすず監査法人（当時は中央監査法人）と監査契約を締結しており

（2006年７月１日から2006年８月31日まで、みすず監査法人（当時は中央青山監査法人）に代えて、一

時会計監査人を選任していた期間を含む。）、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責

任監査法人（当時は新日本監査法人）と監査契約を締結しております。ただし、当社の監査業務を執行

していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人（当時は新日本監査法人）へ異動し、異動後も継続し

て当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行している

と考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
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ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　　新居　伸浩

指定有限責任社員　業務執行社員　　髙田　雅代
 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

　当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士７名、その他15名です。
 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

　監査等委員会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求めら

れる独立性と専門性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているもの

と評価したためです。

　なお、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株

主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会

は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善に見込みがないと判

断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定

した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報

告いたします。
 

ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

　当社の監査等委員会は「会計監査人の評価の要領」を定め、当該要領に基づき、会計監査人が独立性と専門

性を有し、適正かつ妥当な監査を実施しているかを評価しております。この結果、EY新日本有限責任監査法人

は当社の会計監査人として適切であると判断いたしました。

 

④ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 40,000 － 43,100 －

連結子会社 － － － －

計 40,000 － 43,100 －

当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬

1,900千円があります。
 
ｂ．監査公認会計士等と同一ネットワーク（Ernst & Young）に対する報酬（a．を除く）

　該当事項はありません。
 

ｃ．その他重要な報酬の内容

　該当事項はありません。
 

ｄ．監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(前連結会計年度)

　該当事項はありません。

(当連結会計年度)

　該当事項はありません。
 

ｅ．監査報酬の決定方針

　会社の規模・特性・監査日数等を勘案して決定しております。
 

ｆ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、

会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結

果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

イ　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社の役員報酬は、社員の平均給与、世間相場を勘案した上で、個々の職責及び実績に応じて決定しておりま

す。

　これに加え、取締役（社外役員及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬を算定するにあたっては、前連

結会計年度（１月～12月）の売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、ROIC等の指標を加味しており

ます。当該指標の目標値に対する達成度を加味して、次年度の固定報酬水準を決定することとしております。当

該指標を選択した理由は、事業全体の成長性、収益性、効率性を重視することで、会社の持続的な成長を実現す

るためです。

　当社は、2024年３月28日開催の第27回定時株主総会の決議に基づき、「取締役の個人別の報酬等の決定方針」

を以下のとおり定めております。

a．基本方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、業務執行取締役という。）の報酬は、

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績向上及び株主利益と連動した報酬

体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成され、株主総会の

決議に基づく限度内において、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの助言を踏まえた上で、代

表取締役社長が決定します。

　監査等委員でない社外取締役の報酬は、業務執行の監督の職務の適正性を確保する観点から固定報酬のみで構

成されます。

　監査等委員である取締役の報酬は、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成され、その報酬額は監査等委員で

ある取締役の協議により決定します。

 

b．基本報酬（金銭報酬）

　当社の業務執行取締役の個人別の基本報酬は、社員の平均給与、世間相場を勘案した上で、個々の職責等及び

前連結会計年度（１月～12月）の売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、ROIC等の指標の目標値に

対する達成度に応じて、当年の任期期間（選任から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会終結の時まで）の報酬水準を決定し、毎月一定の日に支給します。

 

c．業績連動報酬

　業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上と株主利益に対する意識を高めるため株価上昇率を評価項目とした

短期インセンティブ（賞与）を毎年、一定の時期に支給します。

・業績指標に関する実績

当社株価上昇率：0.0％

(注) 上記の実績は2024年12月期定時株主総会開催日から2025年12月末日までの期間を対象として計算してお

ります。

 

d．業績連動型非金銭報酬

　業績連動型非金銭報酬は株式交付信託を用いた株式報酬とし、株式交付規程に基づき、評価指標の達成度に応

じて事業年度ごとにポイント（１ポイントが１株に相当）が付与され、原則として退任時に、蓄積されたポイン

トに応じた株式及び金銭が交付されます。なお、付与されるポイントは、役位ごとの基礎ポイントに対し、評価

指標となる株式成長率（対象期間における配当込みTOPIXの成長率に対する当社のTotal Shareholder Return

（株主総利回り）の割合）に基づく係数を乗じて計算されます。

・業績指標に関する実績

当社の株主総利回り：142.0％

TOPIX成長率（配当込）：150.3％

(注) 上記の実績は2025年１月１日から2025年12月末日までの期間を対象として計算しております。

 

e．報酬の種類ごとの割合

　当社の業務執行取締役の報酬の構成割合は、当社の経営戦略、事業環境、職責及びインセンティブ報酬におけ

る目標達成の難易度等を踏まえ、適切に設定します。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業績連

動報酬：業績連動型非金銭報酬＝70：18：12とします（各指標を最大限達成した場合）。

 

　上記に加え、当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委

員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」を上程しております。当事業年
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度の取締役の個人別の報酬等の決定方針は上記に記載のとおりでありますが、本議案を承認可決いただいた場合

には、承認いただいた内容と整合するよう改定することを予定しております。

 

ロ　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　2017年３月29日開催の第20回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度

額を年額144,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内）（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相

当分を含まない。）、監査等委員の報酬限度額を年額54,000千円以内と決定しております。なお、当該株主総会

終結時において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名（うち社外取締役１名）、監査等委

員である取締役の員数は３名です。

　また、当社は、2024年３月28日開催の第27回定時株主総会の決議に基づき、当社の業務執行取締役を対象に、

株式交付信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入することを決定しております。当該制度では、上記の第20

回定時株主総会において決議された報酬限度額とは別枠で、業務執行取締役への当社株式の交付を行うための当

社株式の取得資金として、１事業年度当たり30,000千円を上限とした資金を信託に拠出します。なお、第27回定

時株主総会終結時において、業務執行取締役の員数は４名です。

　なお、当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員で

ない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」を提案しており、当該議案が承認可

決されると、取締役の報酬限度額を年額270,000千円（うち社外取締役分は20,000千円以内）に改定いたしま

す。取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与相当分を含まないものといたします。当該

定時株主総会終了時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は現在と同数の５名（うち社外取締

役１名）となる予定です。

 

ハ　業績連動報酬について

　当社は、2024年２月22日開催の取締役会において、株主総会で承認いただいた業務執行取締役の報酬限度額の

範囲内で、業務執行取締役の報酬の一部を業績連動報酬（法人税法第34条第１項第３号に定める業績連動給与）

とすることを決議し、2024年３月28日開催の取締役会において業績連動報酬の総額の上限を21,000千円とするこ

とを決議しております。なお、当該取締役会時点の業務執行取締役の員数は４名です。

　具体的には、2026年12月期以降に支給する業績連動報酬について以下の算定方法を適用します。当該算定方法

につきましては、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの助言を踏まえ、取締役会において決議

しております。

　なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第１項第３号に定める業務執行役員である取締役であり、監査

等委員である取締役及び社外取締役は含んでおりません。

　また、支給時期は、定時株主総会開催日より１ヶ月以内に支給することとします。

 

(算定方法)

・業績連動報酬の総額は、次の算式によって算定します（円未満切捨）。

業務執行取締役の基本報酬総額×（株価上昇率÷２）

なお、当該算式における基本報酬は、上記①b.の報酬を指します。

また、株価上昇率（％）は、次の算式によって算定します。ただし、次の計算結果が35％を上回る場合は、

35％とします。

（（評価対象期間（定時株主総会開催日から次の定時株主総会開催日の前日までの期間）の各日の当社株価

終値を平均した値 ÷ 前評価対象期間の各日の当社株価終値を平均した値）－ １）× 100

なお、初回の評価対象期間は、2023年12月期の定時株主総会開催日から2024年12月期の定時株主総会開催日の

前日までの期間とします。

・株価上昇率が０％以下の場合は、支給しません。

・業績連動報酬の総額の上限は21,000千円とします。

・各業務執行取締役への支給額は、次の算式によって算定します（円未満切捨）。

各業務執行取締役の基本報酬額×（株価上昇率÷２）

 

ニ　業績連動型非金銭報酬について

　当社は、前述のとおり、当社の業務執行取締役を対象に、株式交付信託を用いた業績連動型株式報酬制度（以

下、本制度という。）の導入を決定しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動

性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の

向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、当社の執行役員、当社の国内

主要子会社（サイオステクノロジー株式会社）の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対しても、同様

の株式報酬制度を導入します。
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　本制度は、当社の株式成長率（評価対象期間における配当込みTOPIXの成長率に対する当社のTotal

Shareholder Return（株主総利回り）の割合）に応じて、事業年度ごとにポイント（１ポイントが１株に相当）

が付与され、原則として退任時に、蓄積されたポイントに応じた株式及び金銭を交付するものです。

 

a．本制度の対象者

　当社の業務執行取締役及び執行役員、当社の国内主要子会社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員

を対象とします。（以下、「対象者」という。）

 

b．本制度の評価対象期間

　各事業年度（毎年１月１日から同年12月末日まで）の期間（なお、初回の評価対象期間は2024年１月１日か

ら2024年12月末日までの期間）とします。

 

c．付与ポイントの算定方法

　各事業年度において、対象者に対し、株式交付規程に基づき役位及び評価指標の達成度に応じて算定された

ポイントを付与します。具体的には、次の算式により算定されたポイント（１ポイント未満の端数がある場合

は切り捨て）を対象者に対し、当社の定時株主総会開催日に毎年付与します。ただし、評価対象期間中に対象

者が退任、死亡した場合又は対象者が海外赴任等により国内非居住者となることが合理的に見込まれる場合に

ついては、後掲のd.のとおり算定されたポイントを対象者に対し、当該退任日、死亡日又は非居住者となるこ

とが合理的に見込まれることとなった日に付与します。なお、当該算定方法につきましては、社外取締役を過

半数とする任意の指名報酬委員会からの助言を踏まえ、取締役会において決議しております。

 

付与ポイント ＝ 役位別基礎ポイント（※１）× 業績連動係数（※２）

 

(※１) 役位別基礎ポイント

　役位別基礎ポイントは、当社及び国内主要子会社ともに、当該評価対象期間における役位に応じて以

下のとおりとします。

役位 役位別基礎ポイント

当社代表取締役社長 6,000

上記以外の取締役 4,000

常務執行役員 1,500

上席執行役員 1,000

執行役員 500

(注) 当社と国内主要子会社において兼務する対象者については、高い役位を適用した上で、当社に

おいては当該高い役位により上記表に定める数の80％の数をもって当該対象者の役位別基礎ポ

イントとし、国内主要子会社においては当該高い役位により上記表に定める数の20％の数を

もって当該対象者の役位別基礎ポイント（いずれも小数点以下切り捨て）とします。

 

(※２) 業績連動係数

　業績評価係数は、当該評価対象期間における当社のTotal Shareholder Return（株主総利回り。以

下、「当社TSR」という。）と配当込みTOPIX成長率との比較結果に応じて、次のとおり定めます。ただ

し、次の計算結果が1.50を上回る場合には1.50とし、0.50を下回る場合には0.00とします。

 

業績連動係数 ＝ 当社TSR（※３）÷ 配当込みTOPIX成長率（※４）

(小数点第３位切り捨て)

 

(※３) 当社TSR

ⅰ) 評価対象期間の末日を2024年12月末日とする場合

＝（当該評価対象期間末日の属する月の当社株価終値平均 ＋ 当該評価対象期間開始日から当該評

価対象期間末日までの配当金総額）÷ 当該評価対象期間開始日の属する月の前月の当社株価終

値平均

 

ⅱ) 評価対象期間の末日を2025年12月末日とする場合

＝（当該評価対象期間末日の属する月の当社株価終値平均 ＋ 当該評価対象期間の前事業年度の評

価対象期間開始日から当該評価対象期間末日までの配当金総額）÷ 当該評価対象期間の前事業

年度の評価対象期間開始日の属する月の前月の当社株価終値平均
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ⅲ) 評価対象期間の末日を2026年12月末日以降とする場合

＝（当該評価対象期間末日の属する月の当社株価終値平均 ＋ 当該評価対象期間の前々事業年度の

開始日から当該評価対象期間末日までの配当金総額）÷ 当該評価対象期間の前々事業年度の開

始前の月の当社株価終値平均
 

(※４) 配当込みTOPIX成長率

ⅰ) 評価対象期間の末日を2024年12月末日とする場合

＝当該評価対象期間末日の属する月の配当込みTOPIX平均 ÷ 当該評価対象期間開始日の属する月

の前月の配当込みTOPIX平均
 

ⅱ) 評価対象期間の末日を2025年12月末日とする場合

＝当該評価対象期間末日の属する月の配当込みTOPIX平均 ÷ 当該評価対象期間の前事業年度の評

価対象期間開始日の属する月の前月の配当込みTOPIX平均
 

ⅲ) 評価対象期間の末日を2026年12月末日以降とする場合

＝当該評価対象期間末日の属する月の配当込みTOPIX平均 ÷ 当該評価対象期間の前々事業年度の

開始前の月の配当込みTOPIX平均

 

d．評価対象期間の途中で対象者となった場合（評価の対象となる算定期間の途中で制度対象者となった場合を含

む）、並びに退任、死亡又は非居住者に該当することが合理的に見込まれることとなった場合の取扱い

　当該評価対象期間中に在任していなかった期間がある場合、又は制度対象者となった日が上記c.（※３）及

び同（※４）の算式における「当該評価対象期間開始日」、「当該評価対象期間の前事業年度の評価対象期間

開始日」若しくは「当該評価対象期間の前々事業年度の開始日」より後である場合には、当該評価対象期間に

対する報酬としてその者に付与されるポイントは、次のⅰ）のとおり定める数を「役位別基礎ポイント」、次

のⅱ）のとおり定める数を「業績連動係数」とした上で、上記c.の算式により算定される数とします。

 

ⅰ) 役位別基礎ポイント

　各役位の在位月数に応じて次の算式により算出される数（小数点以下切り捨て）を「役位別基礎ポイン

ト」とします。

　なお、在位月数は１カ月単位とし、毎月１日時点で在任している場合は在位月数に含めます。

役位別基礎ポイント（※１）× 在位月数 ÷ 12（評価対象期間の月数）

 

ⅱ) 業績連動係数

　制度対象者となった日が、上記c.（※３）（親会社TSR）及び同（※４）（配当込みTOPIX成長率）の算式

における「当該評価対象期間開始日」、「当該評価対象期間の前事業年度の評価対象期間開始日」又は「当

該評価対象期間の前々事業年度の開始日」より後である場合は、当該制度対象者となった日をもってこれら

の日とみなして、上記c.（※３）及び同（※４）に定める計算を行うものとします。また、評価対象期間の

途中で対象者ではなくなった場合（退任、死亡又は非居住者に該当することが合理的に見込まれることと

なった場合）は、対象者ではなくなった日（退任、死亡又は非居住者に該当することが合理的に見込まれる

こととなった日）をもって上記c.における「当該評価対象期間末日」とみなして上記c.の（※３）当社TSR

及び（※４）配当込みTOPIX成長率に定める計算を行うものとします。

　ただし、この場合における当社株価終値平均及び配当込みTOPIX平均の計算においては、当該対象者と

なった日の直前営業日の直近１カ月平均、対象者ではなくなった日の直前営業日の直近１カ月平均を用いる

ものとします。

 

e．評価対象期間の途中で役位の変更があった者の取扱い

　対象者について、当該評価対象期間中に役位の変更があった場合は、当該評価対象期間に対する報酬として

その者に付与されるポイントは、各役位の在位月数に応じて次の算式により算定される数（小数点以下切り捨

て）を「役位別基礎ポイント」としたうえで、上記c.の算式により算定される数とします。

　なお、在位月数は１カ月単位とし、毎月１日時点の役位を適用します。なお、毎月１日時点で上記c.の（※

１）に定める役位を有しない場合は在位月数に含めません。

 

役位別基礎ポイント ＝ Ａ ＋ Ｂ

Ａ：変更前の役位による役位別基礎ポイント（※１）× 変更前の役位による在位月数

÷ 12（評価対象期間の月数）

Ｂ：変更後の役位による役位別基礎ポイント（※１）× 変更後の役位による在位月数

÷ 12（評価対象期間の月数）

EDINET提出書類

サイオス株式会社(E05413)

有価証券報告書

 45/112



 

f．対象者へ付与するポイント数の上限

　当社及び国内主要子会社ともに、各事業年度に対象者に付与するポイント数の役位別の上限は以下のとおり

です。また、各事業年度において、当社の業務執行取締役に付与するポイント総数の上限は39,000ポイント、

国内主要子会社の業務執行取締役に付与するポイント総数の上限は36,000ポイントです。

　なお、法人税法第34条第１項第３号イ(1)に規定する「確定した数」は、以下の「上限ポイント数」を、１ポ

イントあたり当社普通株式１株に換算することによって算定される株式数です。

役位 上限ポイント数

当社代表取締役社長 9,000

上記以外の取締役 6,000

常務執行役員 2,250

上席執行役員 1,500

執行役員 750

(注) 上限ポイント数は、退任時に金銭で交付する部分に相当するポイント数を含んでいます。
 

g．その他

　対象者による非違行為等が確認された場合、取締役会の決議により、その該当した時点において、それまで

に付与されていたポイントは失効するとともに以降のポイント付与も行われないものとし、当該対象者は失効

したポイントに係る受益権を取得しないものとします。
 

ホ　役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称その権限の内容及び

裁量の範囲

　取締役（監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の固定報酬額につきまして

は、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの助言を踏まえ、代表取締役社長である喜多伸夫が

決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の業績や会社運営への

貢献等について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

　また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成しており、

その報酬額は、監査等委員である取締役が協議の上、決定しております。
 

へ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

金銭報酬 非金銭報酬

固定報酬 業績連動報酬
業績連動型
株式報酬

取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)

105,625 100,029 － 5,596 4

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

15,000 15,000 － － 1

社外役員 15,840 15,840 － － 3

(注)１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．業績連動報酬は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しております。

３．非金銭報酬は、信託を用いた株式報酬制度に基づく、当事業年度における役員株式給付引当金繰入

額を記載しております。当該株式報酬制度の内容は「(4) 役員の報酬等　ニ　業績連動型非金銭報

酬について」に記載のとおりです。
 

ト　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
 

チ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

　当社グループは、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資

目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② サイオステクノロジー株式会社における株式の保有状況

　当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会

社）であるサイオステクノロジー株式会社については以下のとおりであります。

ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社グループは、取引先との円滑かつ長期的な関係の構築等、保有することが経営上合理的と判断できる場

合に限り、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有するものとします。そして、当社グループ

が保有する当該株式については、毎年、親会社である当社取締役会で、その保有目的・経済合理性を検証しま

す。その検証の結果、保有意義が希薄となった株式については、順次売却していく方針です。なお、当該株式

の議決権行使にあたっては、議案ごとに当社の保有方針に適合するか否か等、総合的に検討した上で判断しま

す。

 

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 2 1,500

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

　該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

　該当事項はありません。

 

ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

株式会社南日本
銀行

1,000 1,000 発行会社はサイオステクノロジー株式会社の
販売先であり取引関係の維持・強化のため保
有。

無
960 820

株式会社豊和銀
行

1,000 1,000
同上 無

540 470

(注)　特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「イ．保有方針及

び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の

方法により検証しております。
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みなし保有株式

　該当事項はありません。

 

ｂ．保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

ｃ．当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

ｄ．当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

　該当事項はありません。

 

③ 提出会社における株式の保有状況

　提出会社については、以下のとおりであります。

ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社グループは、取引先との円滑かつ長期的な関係の構築等、保有することが経営上合理的と判断できる場

合に限り、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有するものとします。そして、当社グループ

が保有する当該株式については、毎年、当社取締役会で、その保有目的・経済合理性を検証します。その検証

の結果、保有意義が希薄となった株式については、順次売却していく方針です。なお、当該株式の議決権行使

にあたっては、議案ごとに当社の保有方針に適合するか否か等、総合的に検討した上で判断します。

 

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 5 636

非上場株式以外の株式 － －

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

　該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

　該当事項はありません。

 

ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　該当事項はありません。

 

ｂ．保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

ｃ．当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

ｄ．当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

　該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年１月１日から2025年12月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任

監査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基

準機構へ加入し、監査法人等が主催する研修への参加や会計専門誌等の定期購読を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,677,914 3,586,717

売掛金及び契約資産 ※１ 2,549,132 ※１ 3,248,024

仕掛品 8,909 2,623

前渡金 645,085 437,766

その他 294,680 305,860

流動資産合計 7,175,721 7,580,992

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※２ 32,268 ※２ 25,575

工具、器具及び備品（純額） ※２ 29,394 ※２ 20,815

リース資産（純額） ※２ 5,738 ※２ 17,194

有形固定資産合計 67,401 63,585

無形固定資産   

ソフトウエア 8,485 277,815

ソフトウエア仮勘定 95,218 －

その他 1,441 1,441

無形固定資産合計 105,145 279,256

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３ 427,662 ※３ 448,425

退職給付に係る資産 2,401 4,974

差入保証金 114,268 108,432

繰延税金資産 141,225 122,497

その他 51,494 53,859

投資その他の資産合計 737,052 738,189

固定資産合計 909,599 1,081,031

資産合計 8,085,320 8,662,023
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,546,836 2,006,139

１年内返済予定の長期借入金 49,500 －

リース債務 22,554 19,507

未払法人税等 241,270 43,312

契約負債 3,850,313 3,952,929

役員賞与引当金 9,900 －

株主優待引当金 － 12,564

その他 462,637 370,501

流動負債合計 6,183,013 6,404,953

固定負債   

退職給付に係る負債 305,897 330,105

リース債務 30,249 27,730

役員株式給付引当金 15,200 30,865

長期預り金 13,553 11,632

固定負債合計 364,900 400,333

負債合計 6,547,913 6,805,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,481,520 1,481,520

利益剰余金 65,359 385,493

自己株式 △80,794 △80,598

株主資本合計 1,466,084 1,786,415

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,145 △948

繰延ヘッジ損益 6,009 1,923

為替換算調整勘定 △36,256 △35,231

その他の包括利益累計額合計 △31,392 △34,256

新株予約権 102,715 104,577

純資産合計 1,537,407 1,856,735

負債純資産合計 8,085,320 8,662,023
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上高 20,561,583 19,059,817

売上原価 15,230,607 13,767,122

売上総利益 5,330,975 5,292,694

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 5,295,883 ※１,※２ 4,891,176

営業利益 35,092 401,518

営業外収益   

受取利息 24,385 28,030

為替差益 － 21,558

受取配当金 456 45

業務受託料 2,147 2,226

持分法による投資利益 66,261 35,177

デリバティブ評価益 91,243 6,142

その他 17,033 8,966

営業外収益合計 201,528 102,148

営業外費用   

支払利息 853 422

為替差損 37,752 －

投資事業組合運用損 4,585 2,646

外国源泉税 2,846 2,801

その他 1,577 17

営業外費用合計 47,616 5,887

経常利益 189,004 497,779

特別利益   

投資有価証券売却益 23,623 －

関係会社株式売却益 442,875 －

特別利益合計 466,498 －

特別損失   

投資有価証券評価損 2,566 1,439

減損損失 ※３ 58,043 ※３ 9,182

固定資産除却損 ※４ 56 ※４ 0

特別損失合計 60,666 10,621

税金等調整前当期純利益 594,836 487,158

法人税、住民税及び事業税 252,170 146,129

法人税等調整額 △9,037 20,894

法人税等合計 243,132 167,023

当期純利益 351,703 320,134

親会社株主に帰属する当期純利益 351,703 320,134
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

当期純利益 351,703 320,134

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,941 196

繰延ヘッジ損益 5,821 △4,085

為替換算調整勘定 31,216 △580

持分法適用会社に対する持分相当額 808 1,605

その他の包括利益合計 ※ 26,903 ※ △2,864

包括利益 378,607 317,270

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 378,607 317,270
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2024年１月１日　至 2024年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,481,520 － △236,541 △87,254 1,157,723

当期変動額      

剰余金の配当   △43,342  △43,342

親会社株主に帰属する当
期純利益   351,703  351,703

自己株式の処分  △6,459  85,839 79,380

自己株式の取得    △79,380 △79,380

自己株式処分差損の振替  6,459 △6,459  －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

    －

当期変動額合計 － － 301,901 6,459 308,360

当期末残高 1,481,520 － 65,359 △80,794 1,466,084

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 9,796 187 △68,280 △58,296 88,534 1,187,961

当期変動額       

剰余金の配当      △43,342

親会社株主に帰属する当
期純利益      351,703

自己株式の処分      79,380

自己株式の取得      △79,380

自己株式処分差損の振替      －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△10,941 5,821 32,024 26,903 14,180 41,084

当期変動額合計 △10,941 5,821 32,024 26,903 14,180 349,445

当期末残高 △1,145 6,009 △36,256 △31,392 102,715 1,537,407
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当連結会計年度（自 2025年１月１日　至 2025年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,481,520 － 65,359 △80,794 1,466,084

当期変動額      

剰余金の配当     －

親会社株主に帰属する当
期純利益   320,134  320,134

自己株式の処分    196 196

自己株式の取得     －

自己株式処分差損の振替     －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

    －

当期変動額合計 － － 320,134 196 320,330

当期末残高 1,481,520 － 385,493 △80,598 1,786,415

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 △1,145 6,009 △36,256 △31,392 102,715 1,537,407

当期変動額       

剰余金の配当    －  －

親会社株主に帰属する当
期純利益    －  320,134

自己株式の処分    －  196

自己株式の取得    －  －

自己株式処分差損の振替    －  －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

196 △4,085 1,024 △2,864 1,862 △1,001

当期変動額合計 196 △4,085 1,024 △2,864 1,862 319,328

当期末残高 △948 1,923 △35,231 △34,256 104,577 1,856,735
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 594,836 487,158

減価償却費 52,093 59,323

減損損失 58,043 9,182

受取利息及び受取配当金 △24,842 △28,075

支払利息 853 422

投資事業組合運用損益（△は益） 4,585 2,646

投資有価証券売却損益（△は益） △23,623 －

関係会社株式売却損益（△は益） △442,875 －

持分法による投資損益（△は益） △66,261 △35,177

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △183,532 △696,249

棚卸資産の増減額（△は増加） △12,509 6,286

仕入債務の増減額（△は減少） 321,558 459,303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,946 24,207

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 15,200 15,847

契約負債の増減額（△は減少） 743,338 110,630

前渡金の増減額（△は増加） △112,588 207,318

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,965 △100,950

その他 △42,733 △2,884

小計 878,524 518,987

利息及び配当金の受取額 32,363 38,426

利息の支払額 △853 △422

法人税等の還付額 1,364 －

法人税等の支払額 △45,871 △360,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 865,527 196,864

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △8,120 △12,709

無形固定資産の取得による支出 △89,766 △203,131

差入保証金の差入による支出 △232 △63

差入保証金の回収による収入 － 508

関係会社株式の売却による収入 ※２ 349,339 －

投資有価証券の売却による収入 37,479 －

投資事業組合からの分配による収入 － 1,774

その他 9,310 6,600

投資活動によるキャッシュ・フロー 298,009 △207,021

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △43,614 △51

自己株式の取得による支出 △79,830 －

自己株式の処分による収入 79,830 －

長期借入金の返済による支出 △66,000 △49,500

リース債務の返済による支出 △18,368 △21,424

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,982 △70,976

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,358 △10,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,073,912 △91,197

現金及び現金同等物の期首残高 2,604,002 3,677,914

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,677,914 ※１ 3,586,717
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　3社

サイオステクノロジー株式会社

SIOS Technology Corp.

サンディブルー株式会社

なお、サンディブルー株式会社については、新規設立に伴い当連結会計年度より連結子会社に含めることとしま

した。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。

(2) 持分法適用の関連会社の数　2社

BayPOS, Inc.

株式会社セシオス

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等

コーディルテクノロジー株式会社

(持分法を適用しない理由)

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用から除いております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② デリバティブ

時価法（なお、ヘッジ取引については、ヘッジ会計によっております。）

③ 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

a 商品

　移動平均法による原価法を採用しております。

b 仕掛品

　個別法による原価法を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物付属設備

及び構築物については、定額法を採用しております。なお、在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に基づく

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～18年

工具、器具及び備品 ３～15年

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

a 市場販売目的のソフトウェア

　見込販売期間（３年以内）における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか大きい額で計上する方法を採用しております。

b 自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

　定額法を採用しております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 受注損失引当金

　受注案件に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積可能なものについては、損失見積額を引当計上しております。

③ 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま

す。

④ 役員株式給付引当金

　株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込

額に基づき計上しております。

⑤ 株主優待引当金

　株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌連結会計年度以降に発生すると見込まれる額を合理的に見積り計上

しております。

 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　また、一部の国内連結子会社は、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給

付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、「プロダクト＆サービス」「コンサルティング＆インテグレーション」「ソフトウェアセー

ルス＆ソリューション」の3事業を展開しており、顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。

①プロダクト＆サービス

　当事業においては、ITシステムの障害時のシステムダウンを回避できるソフトウェア「LifeKeeper」、MFP

向けソフトウェア製品の販売やサブスクによるサービスの提供、クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow」

やIDの管理をクラウドで行う「Gluegent Gate」の販売や保守・サポート・コンサルティングサービス、及び

これらの製品に付随する他社製品の仕入販売等を行っています。

　ライセンスの供与については、使用権の場合には顧客が知的財産を使用可能になった時点で履行義務を充足

したと判断し、一時点で収益を認識しております。なお、一部のMFP向けソフトウェア製品等は、出荷時から

納品時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識

しています。サービス料を定額課金するサブスク型のサービスについては、契約期間にわたってサービスを提

供する義務があり、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考

えられることから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。保守・サポート・

コンサルティングサービスの提供については、顧客との契約に基づいて保守サービス等を提供する履行義務を

負っているため、顧客との保守サービス等の提供期間に応じて、履行義務を充足するにつれて、一定の期間に

わたり収益を認識しております。他社製品の販売については、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと

判断し、一時点で収益を認識しております。

　顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると

判断した取引について、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益と認識しておりま

す。

　収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、リベート等を控除した金額で測定しておりま

す。

　顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義

務を充足後概ね1年以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。

②コンサルティング＆インテグレーション

　当事業においては、OSSに関するさまざまな問い合わせに対応するサービス「サイオスOSSよろず相談室」、

金融機関向けサービス、企業情報システムの受託開発や生成AI導入支援、各種情報システム向けコンサルティ

ングサービス等、及びこれらの製品に付随する他社製品の仕入販売等を行っています。

　他社製品の販売については、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認識し

ております。サービス料を定額課金するサブスク型のサービスの提供については、契約期間にわたってサービ

スを提供する義務があり、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受す

ると考えられることから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。

ライセンスの供与については、使用権の場合には顧客が知的財産を使用可能になった時点で履行義務を充足し

たと判断し、一時点で収益を認識しております。保守・サポート・コンサルティングサービスの提供について

は、顧客との契約に基づいて保守サービス等を提供する履行義務を負っているため、顧客との保守サービス等

の提供期間に応じて、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。受託開発

については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識して

おります。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット

法）により算出しております。履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない場合においては、原

価回収基準を適用しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる

時点までの期間がごく短い契約については、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せ

ず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると

判断した取引について、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益と認識しておりま

す。

　顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義

務充足後概ね1年以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。

③ソフトウェアセールス＆ソリューション

　当事業においては、Red Hat, Inc.関連商品やElastic N.V.関連商品をはじめとするOSS関連商品の販売、サ

ポート、コンサルティング等を行っています。

　OSS関連商品の販売については、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認

識しております。保守・サポート・コンサルティングサービスの提供については、顧客との契約に基づいて保

守サービス等を提供する履行義務を負っているため、顧客との保守サービス等の提供期間に応じて、履行義務

を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。
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　収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、リベート等を控除した金額で測定しておりま

す。

　顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義

務充足後概ね1年以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

　為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しており、当連結会

計年度末における予定取引に該当する取引をヘッジ対象とする為替予約については、繰延ヘッジ処理をしており

ます。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品及び原材料輸入による外貨建買入債務

③ ヘッジ方針

　外貨建債務に係る将来の為替レートの変動リスクの回避及び金融収支改善のため、ヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判断しております。

 

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(重要な会計上の見積り)

繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 141,225 122,497

法人税等調整額 △9,037 20,894

相殺前の繰延税金資産 145,888 125,482

(注)１．上記のうち、サイオステクノロジー株式会社の金額は以下の通りです。

 

（単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 71,778 77,553

法人税等調整額 17,620 △3,614

相殺前の繰延税金資産 75,949 79,289

 

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

①　算出方法

　将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来加算一時差異の解消スケジュール及び将来の収益力

に基づく課税所得の見積りによって繰延税金資産の回収可能性を判断しております。サイオステクノロジー株式

会社では、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来加算一時差異の解消スケジュール及び翌期

１年間の課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは将来の事

業計画を基礎としております。
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②　主要な仮定

　課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、市場環境等を加味した事業毎の売上高

の成長率及び売上総利益率としております。

 

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　主要な仮定である市場環境等を加味した事業毎の売上高の成長率及び売上総利益率が経営環境等の変化により

変動した場合には、課税所得の見積りが変動する可能性があります。その結果、繰延税金資産の回収可能性の判

断に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員

会）等

 

(1) 概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2) 適用予定日

　2028年12月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「有形固定資産」の「減価償却累計額」は、連結財務諸表の

明瞭性を高めるため、当連結会計年度より各資産項目の金額から直接控除して表示しております。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結財務諸表において、「有形固定資産」に表示していた「建物」107,053千円及

び「減価償却累計額」△74,785千円、「工具、器具及び備品」118,458千円及び「減価償却累計額」△89,064千

円、「リース資産」19,129千円及び「減価償却累計額」△13,390千円は、「建物（純額）」「工具、器具及び備品

（純額）」「リース資産（純額）」として組替えております。

　なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における、「有形固定資産」の「減価償却累計額」は「注記事項（連

結貸借対照表関係）」に記載の通りであります。
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(追加情報)

（役員向け株式交付信託）

　当社は、2024年３月28日開催の第27期定時株主総会及び国内主要子会社の定時株主総会の決議に基づき、当社の

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員並びに当社の国内主要子会社の取締役

（社外取締役を除く。）及び執行役員（以下総称して「取締役等」という。）を対象とする業績連動型株式報酬制

度（以下「本制度」という。）を導入しております。（信託契約日2024年11月27日）

 

(1) 取引の概要

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）が当社普通株式（以下

「当社株式」という。）を取得し、役位及び評価指標の達成度に応じて算定されたポイントの数に相当する当社株

式が本信託を通じて取締役等に対して交付されるものです。

　なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則としてその退任時です。

 

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と

して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末79,380千円、202,500株、当連

結会計年度末79,184千円、202,000株であります。

 

(連結貸借対照表関係)

※１． 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

売掛金 2,504,721千円 3,205,880千円

契約資産 44,410千円 42,144千円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 177,239千円 187,202千円

 

※３． 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

投資有価証券(株式) 293,040千円 319,473千円

 

EDINET提出書類

サイオス株式会社(E05413)

有価証券報告書

 62/112



(連結損益計算書関係)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

給与及び手当 1,994,521千円 1,798,194千円

販売支援費 196,039千円 205,751千円

地代家賃 78,086千円 70,069千円

賞与 35,118千円 31,194千円

退職給付費用 56,525千円 57,019千円

役員賞与引当金繰入額 9,900千円 －千円

株主優待引当金繰入額 －千円 12,564千円

役員株式給付引当金繰入額 15,200千円 15,847千円

研究開発費 635,329千円 536,843千円

 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

 635,329千円 536,843千円

 

※３．減損損失

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額

California, USA 事業用資産 リース資産 42,055千円

California, USA 事業用資産 工具、器具及び備品 6,307千円

California, USA 事業用資産 ソフトウェア 5,356千円

California, USA 事業用資産 建物 4,324千円

　当社グループは、原則として、事業用資産については事業を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産につい

ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　プロダクト&サービス事業において、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった事業用資産について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、零として

評価しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額

California, USA 事業用資産 工具、器具及び備品 5,778千円

東京都港区他 事業用資産 工具、器具及び備品 3,403千円

　当社グループは、原則として、事業用資産については事業を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産につい

ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　プロダクト&サービス事業において、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった事業用資産について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

　また、コンサルティング&インテグレーション事業において、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった

事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、零として

評価しております。
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※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

工具、器具及び備品 56千円 0千円

計 56千円 0千円

 

 

(連結包括利益計算書関係)

※　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 12,860千円 190千円

組替調整額 △23,623千円 －千円

法人税等及び税効果調整前 △10,763千円 190千円

法人税等及び税効果額 △178千円 5千円

その他有価証券評価差額金 △10,941千円 196千円

繰延ヘッジ損益   

当期発生額 8,900千円 △6,246千円

組替調整額 －千円 －千円

法人税等及び税効果調整前 8,900千円 △6,246千円

法人税等及び税効果額 △3,078千円 2,160千円

繰延ヘッジ損益 5,821千円 △4,085千円

為替換算調整勘定   

当期発生額 31,216千円 △580千円

組替調整額 －千円 －千円

為替換算調整勘定 31,216千円 △580千円

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 808千円 1,605千円

組替調整額 －千円 －千円

持分法適用会社に対する持分相当額 808千円 1,605千円

その他の包括利益合計 26,903千円 △2,864千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式 8,874,400 － － 8,874,400

合計 8,874,400 － － 8,874,400

自己株式     

普通株式
(注) １．２．３．

205,838 202,500 202,500 205,838

合計 205,838 202,500 202,500 205,838

(注) １．当連結会計年度末普通株式の自己株式には、役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ

銀行が保有する当社株式202,000株を含めております。

２．普通株式の自己株式の増加202,500株は、役員向け株式交付信託における当社株式の取得202,500株によるもの

です。

３．普通株式の自己株式の減少202,500株は、自己株式の処分202,500株によるものです。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社 － － － － － － 102,715

合計 － － － － － 102,715

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　2024年２月８日の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額 43,342千円

②１株当たり配当額 ５円00銭

③基準日 2023年12月31日

④効力発生日 2024年３月29日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式 8,874,400 － － 8,874,400

合計 8,874,400 － － 8,874,400

自己株式     

普通株式
(注) １．２．

205,838 － 500 205,338

合計 205,838 － 500 205,338

(注) １．当連結会計年度末普通株式の自己株式には、役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ

銀行が保有する当社株式202,000株を含めております。

２．普通株式の自己株式の減少500株は、役員向け株式交付信託における当社株式の売却500株によるものです。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社 － － － － － － 104,577

合計 － － － － － 104,577

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

現金及び預金勘定 3,677,914千円 3,586,717千円

現金及び現金同等物 3,677,914千円 3,586,717千円

 

※２．　現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡にかかる増加した資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　連結子会社サイオステクノロジー株式会社の事業の一部の譲渡に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲渡価額

と事業譲渡による収入は次のとおりであります。

流動資産 233,616千円

固定資産 62,041千円

流動負債 △222,092千円

固定負債 △36,366千円

事業譲渡益 442,875千円

事業の譲渡価額 480,074千円

現金及び現金同等物 △130,735千円

差引：関係会社株式の売却による収入 349,339千円

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形固定資産

　複合機（工具、器具及び備品）及び社内利用ＰＣ等であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

１年内 94,914 94,914

１年超 － －

合計 94,914 94,914

(注)在外連結子会社においてASC第842号「リース」を適用しており、当該在外連結子会社に係るオペレーティン

グ・リースについては、上表の金額には含まれておりません。
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

　デリバティブについては、将来の為替・金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信

管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制と

しております。

　投資有価証券は、主に取引先企業の業務上の提携等に関連する株式及び投資事業有限責任組合への出資であ

り、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案の上、保有状況を継続的に見

直しております。

　営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。

　デリバティブ取引の執行・管理につきましては、取引権限及び取引限度額を定めた社内規程に従って行ってお

り、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引

を行っております。

　また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成・更新するなど

の方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引

に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(4) 信用リスクの集中

　当期の連結決算日現在における営業債権のうち37％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては、次のとおりであります。

前連結会計年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

 
連結貸借対照表
計上額 (*１)

時価 (*１) 差額

(1)投資有価証券    

その他有価証券 1,290 1,290 －

(2)長期借入金 (49,500) (48,356) 1,143

(3)デリバティブ取引 (*２) 110,149 110,149 －

　現金及び預金、売掛金、買掛金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似するものであることから、記載を省略しております。

　 (*１) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。

　 (*２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しています。

 

市場価格のない株式等

（単位：千円）
 

区分 2024年12月31日

非上場株式等 2,075

投資事業有限責任組合への出資 131,255

　これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

　また、「非上場株式等」については時価算定会計基準適用指針第24－16項の取扱いを適用しており、金融商品時

価開示適用指針第４項(1)に定める事項を注記しておりません。
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当連結会計年度（2025年12月31日）

（単位：千円）
 

 
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1)投資有価証券    

その他有価証券 1,500 1,500 －

(2)デリバティブ取引 (*) 116,291 116,291 －

　現金及び預金、売掛金、買掛金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似するものであることから、記載を省略しております。

　 (*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で示しています。

 

市場価格のない株式等

（単位：千円）
 

区分 2025年12月31日

非上場株式等 636

投資事業有限責任組合への出資 126,815

　これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

　また、「非上場株式等」については時価算定会計基準適用指針第24－16項の取扱いを適用しており、金融商品時

価開示適用指針第４項(1)に定める事項を注記しておりません。
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(注) １．金銭債権及び有価証券のうち満期のあるものの連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

(1)現金及び預金 3,677,541 － － －

(2)売掛金 2,504,721 － － －

 

当連結会計年度（2025年12月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

(1)現金及び預金 3,586,364 － － －

(2)売掛金 3,205,880 － － －

 

(注) ２．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 49,500 － － － － －

リース債務 22,554 18,656 11,593 － － －

合計 72,054 18,656 11,593 － － －

 

当連結会計年度（2025年12月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース債務 19,507 16,499 4,267 4,367 2,595 －

合計 19,507 16,499 4,267 4,367 2,595 －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分

類しております。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 1,290 － － 1,290

デリバティブ取引 － 110,149 － 110,149

資産計 1,290 110,149 － 111,439

 

当連結会計年度（2025年12月31日）

（単位：千円）
 

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 1,500 － － 1,500

デリバティブ取引 － 116,291 － 116,291

資産計 1,500 116,291 － 117,791
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年12月31日）

（単位：千円）
 

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 48,356 － 48,356

負債計 － 48,356 － 48,356

 

当連結会計年度（2025年12月31日）

　該当事項はありません。

 
 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル１の時

価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　金利通貨スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

EDINET提出書類

サイオス株式会社(E05413)

有価証券報告書

 73/112



(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度（2024年12月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額 (千円)

取得原価 (千円) 差額 (千円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 820 727 93

小計 820 727 93

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 470 710 △240

(2) その他 － － －

小計 470 710 △240

合計 1,290 1,437 △147

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式等（連結貸借対照表計上額2,075千

円）及び投資事業有限責任組合等への出資（連結貸借対照表計上額131,255千円）については、市場価格のない

株式等であることから、上表には含めておりません。

 

当連結会計年度（2025年12月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額 (千円)

取得原価 (千円) 差額 (千円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 960 727 233

小計 960 727 233

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 540 710 △170

(2) その他 － － －

小計 540 710 △170

合計 1,500 1,437 63

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式等（連結貸借対照表計上額636千

円）及び投資事業有限責任組合等への出資（連結貸借対照表計上額126,815千円）については、市場価格のない

株式等であることから、上表には含めておりません。

 

２．減損処理を行った有価証券

　前連結会計年度において、投資有価証券（その他有価証券の株式）について2,566千円減損処理を行っておりま

す。

　当連結会計年度において、投資有価証券（その他有価証券の株式）について1,439千円減損処理を行っておりま

す。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には回収可能性等考慮

して必要と認められた額について減損処理を行っております。

 

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類 売却額 (千円) 売却益の合計 (千円) 売却損の合計 (千円)

株式 36,690 23,623 －

合計 36,690 23,623 －

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度（2024年12月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

 種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
1年超 (千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外の
取引

金利通貨スワップ取引
受取米ドル固定
支払日本円固定

664,730 664,730 110,149 110,149

合計 664,730 664,730 110,149 110,149

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方
法

取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)

時価(千円)

為替予約等の
振当処理

為替予約取引
買建
米ドル

仕入債務 74,560 － (注)

原則的処理方法
為替予約取引
買建
米ドル

外貨建予定取引 147,598 － 9,187

合計 222,158 － 9,187

(注)　為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時

価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（2025年12月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

 種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
1年超 (千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外の
取引

金利通貨スワップ取引
受取米ドル固定
支払日本円固定

664,730 129,850 116,291 116,291

合計 664,730 129,850 116,291 116,291

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方
法

取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)

時価(千円)

為替予約等の
振当処理

為替予約取引
買建
米ドル

仕入債務 61,820 － (注)

原則的処理方法
為替予約取引
買建
米ドル

外貨建予定取引 244,521 － 2,940

合計 306,341 － 2,940

(注)　為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時

価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職給付制度として、確定拠出制度と退職一時金制度を併用しております。また、一部の国内連結子

会社において、確定拠出制度、退職一時金制度及び複数事業主制度の確定給付企業年金制度を併用しておりま

す。なお、複数事業主制度の確定給付企業年金制度は自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算出できる

ことから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。

　当社及び一部の国内連結子会社は、退職一時金制度においては、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給

付費用を計算しております。

　従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。また、在外連結子会社のSIOS Technology Corp.

は確定拠出型の企業年金制度を採用しております。

 

２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（千円）
 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 263,312 303,495

退職給付費用 52,167 47,436

退職給付の支払額 △16,254 △25,653

制度への拠出額 △6,079 △147

関係会社株式の売却に伴う減少額 10,349 －

退職給付に係る負債の期末残高 303,495 325,130

 

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

資産の調整表

（千円）
 

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

積立型制度の退職給付債務 6,773 11,904

年金資産 △9,175 △16,879

 △2,401 △4,974

非積立型制度の退職給付債務 305,897 330,105

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 303,495 325,130

   

退職給付に係る負債 305,897 330,105

退職給付に係る資産 △2,401 △4,974

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 303,495 325,130

 

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 52,167千円 当連結会計年度 47,436千円

 

３．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度104,535千円、当連結会計年度99,442千円

であります。
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(ストック・オプション等関係)

１．費用計上額及び科目名

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

売上原価 1,719 1,721

販売費及び一般管理費の
株式報酬費用

2,109 1,064

 

２．財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

３．権利不行使による失効により利益として計上した金額

　該当事項はありません。

 

４．ストック・オプションの内容

　ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

会社名 連結子会社 (SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2012年３月22日

付与対象者の
区分及び人数

子会社従業員　　　45名

ストック・オプ
ションの数

普通株式　　1,250,000株

付与日 2012年４月１日～2013年12月31日 2014年１月１日以降

権利確定条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時
にも当社子会社の従業員の地位にある
ことを要するものとします。

(2) 新株予約権者は、付与日から２年間継
続して勤務した場合：新株予約権者が
割当てを受けた本新株予約権の総数の
50％

(3) 新株予約権者は、付与日から４年間継
続して勤務した場合：新株予約権者が
割当てを受けた本新株予約権の総数の
50％

 

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時
にも当社子会社の従業員の地位にある
ことを要するものとします。

(2) 新株予約権者は、付与日から１年間継
続して勤務した場合：新株予約権者が
割当てを受けた本新株予約権の総数の
25％

(3) 新株予約権者は、付与日から１年間を
超え継続して勤務した場合：毎月、
36ヶ月にわたり、新株予約権者が割当
てを受けた本新株予約権の総数の75％
を36分割した一定の割合

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 2014年４月１日～2028年３月21日
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会社名 連結子会社 (SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2022年３月30日

付与対象者の
区分及び人数

子会社従業員　　　57名

ストック・オプ
ションの数

普通株式　　1,500,000株

付与日 2022年４月１日以降

権利確定条件

(1) 新株予約権者は、当社子会社の従業員の地位を喪失した日の翌日から３ヶ月以内に限
り権利行使ができるものとします。

(2) 新株予約権者は、付与日から１年間継続して勤務した場合：新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数の25％

(3) 新株予約権者は、付与日から１年間を超え継続して勤務した場合：毎月、36ヶ月にわ
たり、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の75％を36分割した一定の
割合

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 2022年４月１日～2040年３月30日

 

５．ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2025年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

会社名
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2012年３月22日 2022年３月30日

権利確定前　　　　　　 (株)   

当連結会計年度期首 15,417 206,604

付与 － 15,000

失効 － 7,291

権利確定 14,688 111,438

未確定残 729 102,875

権利確定後　　　　　　 (株)   

当連結会計年度期首 607,583 208,396

権利確定 14,688 111,438

権利行使 － －

失効 40,000 7,709

未行使残 582,271 312,125
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②　単価情報

会社名
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2012年３月22日 2022年３月30日

権利行使価格　　　　　 (米ドル) 0.53 0.37

行使時平均株価　　　　 (米ドル) － －

公正な評価単価(付与日) (米ドル) 0.29 0.24

 

６．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとお

りであります。

①使用した評価技法

会社名
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2022年３月30日

使用した評価技法 ブラック・ショールズ式

 

②主な基礎数値

会社名
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2022年３月30日

株価変動性 70.68％

予想残存期間 5.25年

無リスク利子率 3.7％

 

③主な基礎数値の見積り方法

会社名
連結子会社

(SIOS Technology Corp.)

決議年月日 2022年３月30日

株価変動性
５年３ヵ月間の株価実績に基づき
算出しました。

予想残存期間

十分なデータの蓄積がなく、合理
的な見積が困難であるため、権利
行使期間の中間点において行使さ
れるものと見積もっております。

予想配当 －

無リスク利子率
予想残存期間に対応する期間に対
応する米国債利回りであります。

 

７．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産   

税務上の繰越欠損金(注)２ 306,431千円 242,856千円

未払事業所税 3,466千円 3,458千円

退職給付に係る負債 104,256千円 115,234千円

資産除去債務 19,237千円 21,214千円

ソフトウェア 165,117千円 176,756千円

試験研究費 211,240千円 218,484千円

無形固定資産 (減損損失) 93,055千円 68,607千円

その他 193,018千円 209,418千円

繰延税金資産小計 1,095,823千円 1,056,030千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △306,431千円 △242,856千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △642,673千円 △687,691千円

評価性引当額小計(注)１ △949,104千円 △930,547千円

繰延税金資産合計 146,719千円 125,482千円

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △491千円 △486千円

退職給付に係る資産 △830千円 －千円

その他 △4,171千円 △2,498千円

繰延税金負債合計 △5,493千円 △2,984千円

繰延税金資産純額 141,225千円 122,497千円

 

(注) １．評価性引当額が18,557千円減少しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引

当額の減少及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の増加であります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：千円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) － － － － － 306,431 306,431

評価性引当額 － － － － － △306,431 △306,431

繰延税金資産 － － － － － － (b)－

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金306,431千円（法定実効税率を乗じた額）については、繰延税金資産を計上しておりませ

ん。
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当連結会計年度（2025年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：千円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) － － － － 624 242,231 242,856

評価性引当額 － － － － △624 △242,231 △242,856

繰延税金資産 － － － － － － (b)－

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金242,856千円（法定実効税率を乗じた額）については、繰延税金資産を計上しておりませ

ん。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

 (調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7％ 2.3％

評価性引当額の増減 (繰越欠損金の期限切れの金額を含む) 7.4％ 0.5％

住民税均等割等 1.4％ 1.7％

持分法投資損益 △3.4％ △2.2％

親会社との税率差異 7.2％ 2.2％

法人税額の特別控除 △3.8％ △1.0％

その他 △0.3％ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.9％ 34.3％

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、

2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について

は法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。これらの法定実効税率の変更に伴う影響は軽微で

す。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　会社分割及び株式譲渡による事業分離

１．会社分割及び株式譲渡による事業分離の概要

(1)会社分割による事業分離（承継会社）の名称及び株式譲渡先企業の名称

①会社分割による事業分離先企業（承継会社）の名称プロフィットキューブ株式会社

②株式譲渡先企業の名称住信SBIネット銀行株式会社

(2)分離した事業の内容金融機関向け経営支援システムの開発・販売・保守

(3)事業分離を行った理由

　当社グループは、2015年にProfit Cube株式会社を買収（2021年４月にサイオステクノロジー株式会社（以下

「STI」）に吸収合併）して以降、金融機関向け経営支援システム販売事業（以下「PC事業」）を展開してまいり

ました。一方、コロナ禍を経て金融機関を取り巻く事業環境が大きく変化したことから、PC事業の戦略について

再構築する必要があると考え、様々な方策を検討してまいりました。また、当社グループは従前より、事業の選

択と集中を図るべく、SaaS・サブスク事業及び生成AIへの投資を強化してまいりました。このような状況の中で

慎重に精査を進めた結果、PC事業をPCIに承継させたうえで、PCI株式の全てを住信SBIネット銀行に譲渡すること

が最適との結論に至り、本件取引を行うことを決定いたしました。

(4)事業分離日

①会社分割実施日　　　　2024年12月２日

②株式譲渡実施日　　　　2024年12月２日

(5)法的形式を含むその他の取引の概要に関する事項

①会社分割

STIを分割会社、PCIを承継会社とする吸収分割

②株式譲渡

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

 

２．実施した会計処理の概要

(1)移転損益の金額

関係会社株式売却益　　　　442,875千円

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその内訳

流動資産 233,616千円

固定資産 62,041千円

資産合計 295,658千円

流動負債 222,092千円

固定負債 36,366千円

負債合計 258,458千円

 

(3)会計処理

　当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しており

ます。

 

３．セグメント情報の開示において、当該分離した事業が含まれていた区分の名称

　プロダクト＆サービス事業

 

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

　売上高　　　　　　　　645,677千円

　営業利益　　　　　　　△6,854千円

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

　当社及び一部の連結子会社は、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務とし

て認識しております。

　なお、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最

終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する

方法を用いております。

　この見積りにあたり、使用見込期間は15年と見込んでおります。

　また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は次の通りであります。

　前連結会計年度の負担に属する金額は5,356千円であり、前連結会計年度末において敷金の回収が最終的に見込めな

いと認められる金額は19,115千円であります。

　当連結会計年度の負担に属する金額は5,356千円であり、当連結会計年度末において敷金の回収が最終的に見込めな

いと認められる金額は13,759千円であります。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

（単位：千円）
 

 報告セグメント

調整額 合計
 

プロダクト＆
サービス

コンサルティ
ング＆インテ
グレーション

ソフトウェア
セールス＆ソ
リューション

計

収益認識の時期       

一時点で移転される財
又はサービス

1,410,520 320,958 11,017,259 12,748,738 － 12,748,738

一定の期間にわたり移
転される財又はサービ
ス

4,792,554 2,717,376 301,313 7,811,244 1,600 7,812,844

顧客との契約から生じる
収益

6,203,075 3,038,335 11,318,573 20,559,983 1,600 20,561,583

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 6,203,075 3,038,335 11,318,573 20,559,983 1,600 20,561,583

(注)「調整額」の区分は報告セグメントに帰属しない当社の管理部門の業務受託収入等の付随的な収益1,600千円であり

ます。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

（単位：千円）
 

 報告セグメント

調整額 合計
 

プロダクト＆
サービス

コンサルティ
ング＆インテ
グレーション

ソフトウェア
セールス＆ソ
リューション

計

収益認識の時期       

一時点で移転される財
又はサービス

1,274,284 331,929 9,487,325 11,093,539 － 11,093,539

一定の期間にわたり移
転される財又はサービ
ス

4,475,773 3,116,424 373,480 7,965,677 600 7,966,277

顧客との契約から生じる
収益

5,750,058 3,448,353 9,860,806 19,059,217 600 19,059,817

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 5,750,058 3,448,353 9,860,806 19,059,217 600 19,059,817

(注)「調整額」の区分は報告セグメントに帰属しない当社の管理部門の業務受託収入等の付随的な収益600千円でありま

す。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項　(5)　重要な収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 (期首残高) 2,262,211 2,504,721

顧客との契約から生じた債権 (期末残高) 2,504,721 3,205,880

契約資産 (期首残高) 170,820 44,410

契約資産 (期末残高) 44,410 42,144

契約負債 (期首残高) 3,212,077 3,850,313

契約負債 (期末残高) 3,850,313 3,952,929

 

　前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,760,647千円であり、

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、3,002,452千円でありま

す。

 

　契約資産は、主にソフトウェア開発の請負契約について、進捗度の測定に基づき充足した履行義務に係る対価に対す

る権利に関連するものであります。契約資産は、当該権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替

えられます。当該履行義務に係る対価は、契約に定められた支払条件に従って請求し、受領しております。

　契約負債は、主にシステムの保守サービスやソフトウェア製品のライセンスの供与等の継続して役務等の提供を行う

契約について、役務等の提供に先立って顧客から受領した対価に対する前受金であり、契約に基づき履行義務を充足し

た時点で収益に振替えられます。

　当連結会計年度において契約資産が2,266千円減少した主な理由は、収益認識による契約資産の減少によるものであ

ります。また、当連結会計年度において契約負債が102,615千円増加した主な理由は、顧客から対価として受領した前

受金の増加によるものであります。

 

②　残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 3,889,471 3,693,440

１年超２年以内 592,704 745,594

２年超３年以内 368,169 478,062

３年超 369,572 385,820

合計 5,219,917 5,302,917
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社は、市場・顧客及び技術領域に応じた部門及び子会社を置き、自社開発ソフトウェア製品及びSaaS製品の開

発・販売・サポート分野、情報システムの企画から開発・運用にわたるコンサルティング及びシステムインテグレー

ションサービス分野、並びに国内外の先端ソフトウェアの販売とテクニカルサポート分野において各種製品・サービ

スを提供しております。

したがって、当社グループは、「プロダクト＆サービス」、「コンサルティング＆インテグレーション」及び「ソ

フトウェアセールス＆ソリューション」の３つを報告セグメントとしております。

各セグメントの事業内容は以下のとおりであります。

・プロダクト＆サービス

当事業においては、ITシステムの障害時のシステムダウンを回避できるソフトウェア「LifeKeeper」、MFP向けソ

フトウェア製品、クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow」やIDの管理をクラウドで行う「Gluegent Gate」の販

売やサポート等を行っています。

・コンサルティング＆インテグレーション

当事業においては、OSSに関するさまざまな問い合わせに対応するサービス「サイオスOSSよろず相談室」、金融

機関向けサービス、企業情報システムの受託開発や生成AI導入支援、各種情報システム向けコンサルティングサー

ビス等を行っています。

・ソフトウェアセールス＆ソリューション

当事業においては、Red Hat, Inc.関連商品やElastic N.V.株式会社関連商品をはじめとするOSS関連商品の販売

とテクニカルサポートを行っています。

 

（報告セグメントの変更等に関する事項）

（報告セグメントの区分の変更）

　当連結会計年度より、2025年２月14日に公表の中期経営計画でビジネスモデル毎の経営戦略を設定するととも

に、中期経営計画の進捗を的確に把握するために、業績を評価するための事業セグメントの集約区分の見直しを

行っております。

　具体的にはビジネスモデル軸での事業セグメント集約区分とし、従来の「オープンシステム基盤事業」「アプ

リケーション事業」の２区分から「プロダクト＆サービス」「コンサルティング＆インテグレーション」「ソフ

トウェアセールス＆ソリューション」の３区分に変更しております。

 

　なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の区分方法、測定方法に基づき作成したものを開示してお

ります。

 

（報告セグメントの利益又は損失の測定方法の変更）

　上記の中期経営計画の策定を契機に、セグメントの業績をより適切に評価するため、当社から各グループへの

業務支援に係る人件費及び減価償却費を含むその他の経費等本社業務に係る費用は、報告セグメントに帰属しな

い全社費用として各セグメントへの配賦を行わずにセグメント利益の「調整額」として計上する方法に変更して

おります。

 

　なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の区分方法、測定方法に基づき作成したものを開示してお

ります。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業損益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価

格に基づいております。

　なお、当社では報告セグメントに資産を配分しておりません。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

     （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２ 

プロダク
ト＆サービ
ス

コンサルティ
ング＆インテ
グレーション

ソフトウェア
セールス＆ソ
リューション

計

売上高       

外部顧客への売上高 6,203,075 3,038,335 11,318,573 20,559,983 1,600 20,561,583

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,193 11,906 － 13,100 △13,100 －

計 6,204,269 3,050,241 11,318,573 20,573,084 △11,500 20,561,583

セグメント利益 490,609 311,752 110,605 912,967 △877,875 35,092

その他の項目       

減価償却費 40,164 7,594 4,335 52,093 － 52,093

(注) １．セグメント売上の調整額△11,500千円には、セグメント間取引消去△13,100千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社収益1,600千円が含まれております。全社収益は、主に関連会社からの業務受託料であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

     （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２ 

プロダク
ト＆サービ
ス

コンサルティ
ング＆インテ
グレーション

ソフトウェア
セールス＆ソ
リューション

計

売上高       

外部顧客への売上高 5,750,058 3,448,353 9,860,806 19,059,217 600 19,059,817

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,460 10,932 － 12,393 △12,393 －

計 5,751,518 3,459,285 9,860,806 19,071,610 △11,793 19,059,817

セグメント利益 726,235 343,526 142,271 1,212,032 △810,514 401,518

その他の項目       

減価償却費 33,785 10,049 15,488 59,323 － 59,323

(注) １．セグメント売上の調整額△11,793千円には、セグメント間取引消去△12,393千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社収益600千円が含まれております。全社収益は、主に関連会社からの業務受託料であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)売上高

（単位：千円）
 

日本 米州 欧州 その他の地域 計

19,727,942 467,595 244,553 121,493 20,561,583

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2)有形固定資産

（単位：千円）
 

日本 米国 計

67,401 － 67,401

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社大塚商会 6,067,031
プロダクト＆サービス

コンサルティング＆インテグレーション
ソフトウェアセールス＆ソリューション

株式会社ネットワールド 2,599,494
プロダクト＆サービス

コンサルティング＆インテグレーション
ソフトウェアセールス＆ソリューション

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)売上高

（単位：千円）
 

日本 米州 欧州 その他の地域 計

18,234,906 456,356 237,068 131,485 19,059,817

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2)有形固定資産

（単位：千円）
 

日本 米国 計

63,585 － 63,585
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３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社大塚商会 5,435,903
プロダクト＆サービス

コンサルティング＆インテグレーション
ソフトウェアセールス＆ソリューション

株式会社ネットワールド 2,279,192
プロダクト＆サービス

コンサルティング＆インテグレーション
ソフトウェアセールス＆ソリューション

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

全社・消去 合計
 

プロダクト＆
サービス

コンサルティン
グ＆インテグ
レーション

ソフトウェア
セールス＆ソ
リューション

計

減損損失 58,043 － － 58,043 － 58,043

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

      （単位：千円）

 報告セグメント

全社・消去 合計
 

プロダクト＆
サービス

コンサルティン
グ＆インテグ
レーション

ソフトウェア
セールス＆ソ
リューション

計

減損損失 7,292 1,889 － 9,182 － 9,182

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。

 

② 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。

 

③ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
(法人)

株式会社
大塚商会

東京都
千代田区

10,374 情報・通信業
被所有
直接

18.0
当社の顧客

商品等の販売 6,067,031
売掛金 748,310

契約負債 334,648

商品等の仕入 14,141 買掛金 3,152

消耗品等の
購入

9,710
前払費用 3,102

未払金 676

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
(法人)

株式会社
大塚商会

東京都
千代田区

10,374 情報・通信業
被所有
直接

18.0
当社の顧客

商品等の販売 5,435,903
売掛金 1,200,726

契約負債 402,460

商品等の仕入 14,012 買掛金 2,307

消耗品等の
購入

12,436
前払費用 3,096

未払金 1,109

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。
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② 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
(法人)が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
（当該会
社の子会
社を含
む。）

株式会社
ネット
ワールド

東京都
千代田区

585
ネットワーク
関連商品の製
造・販売業

－ 当社の顧客

商品等の販売 2,599,494

売掛金 340,014

契約負債 213,259

商品等の仕入 41,257 買掛金 1,007

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
(法人)が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
（当該会
社の子会
社を含
む。）

株式会社
ネット
ワールド

東京都
千代田区

585
ネットワーク
関連商品の製
造・販売業

－ 当社の顧客

商品等の販売 2,279,192

売掛金 278,441

契約負債 181,479

商品等の仕入 39,466 買掛金 1,667

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

③ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

　該当事項はありません。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1)親会社情報

　該当事項はありません。

 

(2)重要な関連会社の要約財務情報

　当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社セシオスであり、その要約財務情報は以下のとおりであり

ます。

（単位：千円）
 

 株式会社セシオス

 前連結会計年度 当連結会計年度

流動資産合計 982,956 1,057,473

固定資産合計 12,556 28,327

   

流動負債合計 261,149 280,951

固定負債合計 － 1,308

   

純資産合計 734,364 803,541

   

売上高 500,796 531,827

税引前当期純利益 210,795 164,219

当期純利益 176,809 99,415
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

１株当たり純資産額 165.51円 202.12円

１株当たり当期純利益 40.57円 36.93円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算

定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度205,838株、当

連結会計年度205,446株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連

結会計年度205,838株、当連結会計年度205,338株であります。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 351,703 320,134

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 351,703 320,134

普通株式の期中平均株式数(株) 8,668,562 8,668,954

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

(連結子会社)

新株予約権

2012年３月22日

取締役会決議

普通株式　607,583株

 

新株予約権

2022年３月30日

取締役会決議

普通株式　208,396株

(連結子会社)

新株予約権

2012年３月22日

取締役会決議

普通株式　582,271株

 

新株予約権

2022年３月30日

取締役会決議

普通株式　312,125株

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

サイオス株式会社(E05413)

有価証券報告書

 93/112



⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 － － － －

１年内に返済予定の長期借入金 49,500 － 0.7 －

１年内に返済予定のリース債務 22,554 19,507 3.2 －

長期借入金(１年内に返済予定の
ものを除く)

－ － － －

リース債務(１年内に返済予定の
ものを除く)

30,249 27,730 2.6 2030年

その他有利子負債 － － － －

合計 102,304 47,238 － －

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、

リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度

に配分しているものは、含めておりません。

２．リース債務（１年内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定の

総額

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務 16,499 4,267 4,367 2,595

 

【資産除去債務明細表】

　明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記

載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

  中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 9,486,440 19,059,817

税金等調整前中間(当期)
純利益

(千円) 221,553 487,158

親会社株主に帰属する中
間(当期)純利益

(千円) 119,383 320,134

１株当たり中間(当期)純
利益

(円) 13.77 36.93
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 444,472 327,288

売掛金 ※ 165 ※ 17,899

前払費用 28,258 29,040

未収還付法人税等 － 23,167

その他 ※ 123,557 ※ 131,159

流動資産合計 596,454 528,554

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,509 19,615

工具、器具及び備品 14,978 9,358

有形固定資産合計 40,487 28,974

無形固定資産   

ソフトウエア 3,195 1,812

その他 1,028 1,028

無形固定資産合計 4,223 2,840

投資その他の資産   

投資有価証券 133,331 127,452

関係会社株式 1,500,988 1,550,988

差入保証金 117,995 113,462

繰延税金資産 69,447 44,944

その他 46,497 46,804

投資その他の資産合計 1,868,260 1,883,652

固定資産合計 1,912,971 1,915,466

資産合計 2,509,426 2,444,021
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

負債の部   

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 49,500 －

１年内返済予定の関係会社長期借入金 － 626,120

未払金 ※ 39,009 ※ 44,511

未払費用 24,405 16,712

未払法人税等 62,733 2,145

未払消費税等 12,241 3,073

預り金 9,448 7,958

役員賞与引当金 9,900 －

株主優待引当金 － 12,564

その他 2,731 1,007

流動負債合計 209,970 714,091

固定負債   

関係会社長期借入金 787,587 153,399

退職給付引当金 39,134 43,560

長期預り金 13,553 11,632

役員株式給付引当金 5,500 11,281

固定負債合計 845,774 219,873

負債合計 1,055,745 933,965

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,481,520 1,481,520

利益剰余金   

利益準備金 39,008 39,008

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 12,832 69,024

利益剰余金合計 51,841 108,033

自己株式 △80,794 △80,598

株主資本合計 1,452,566 1,508,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,114 1,101

評価・換算差額等合計 1,114 1,101

純資産合計 1,453,681 1,510,055

負債純資産合計 2,509,426 2,444,021
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② 【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業収益   

経営管理料 311,076 289,780

関係会社業務受託収入 722,678 667,723

関係会社受取配当金 7,937 10,350

営業収益合計 1,041,693 967,854

営業費用   

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 940,097 ※１,※２ 882,124

営業費用合計 940,097 882,124

営業利益 101,595 85,729

営業外収益   

受取利息 ※１ 21,013 ※１ 21,274

為替差益 － 7,540

デリバティブ評価益 91,243 6,142

その他 1,144 486

営業外収益合計 113,400 35,443

営業外費用   

支払利息 ※１ 28,984 ※１ 28,108

為替差損 80,433 －

投資事業組合運用損 4,585 2,646

営業外費用合計 114,002 30,755

経常利益 100,992 90,418

特別損失   

関係会社株式評価損 633,408 －

投資有価証券評価損 2,906 1,439

特別損失合計 636,315 1,439

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △535,322 88,978

法人税、住民税及び事業税 60,993 8,278

法人税等調整額 △26,657 24,508

法人税等合計 34,335 32,786

当期純利益又は当期純損失（△） △569,658 56,191
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余

金

当期首残高 1,481,520 2,168 2,168 34,674 634,459 669,133 △87,254 2,065,567

当期変動額         

剰余金の配当    4,334 △47,677 △43,342  △43,342

当期純損失（△）     △569,658 △569,658  △569,658

自己株式の処分  △6,459 △6,459    85,839 79,380

自己株式の取得       △79,380 △79,380

自己株式処分差損の振
替  4,291 4,291  △4,291 △4,291  －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － △2,168 △2,168 4,334 △621,626 △617,292 6,459 △613,001

当期末残高 1,481,520 － － 39,008 12,832 51,841 △80,794 1,452,566

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 710 710 2,066,277

当期変動額    

剰余金の配当   △43,342

当期純損失（△）   △569,658

自己株式の処分   79,380

自己株式の取得   △79,380

自己株式処分差損の振
替   －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

404 404 404

当期変動額合計 404 404 △612,596

当期末残高 1,114 1,114 1,453,681
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当事業年度（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 1,481,520 39,008 12,832 51,841 △80,794 1,452,566

当期変動額       

当期純利益   56,191 56,191  56,191

自己株式の処分     196 196

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

      

当期変動額合計 － － 56,191 56,191 196 56,387

当期末残高 1,481,520 39,008 69,024 108,033 △80,598 1,508,954

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 1,114 1,114 1,453,681

当期変動額    

当期純利益   56,191

自己株式の処分   196

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△13 △13 △13

当期変動額合計 △13 △13 56,374

当期末残高 1,101 1,101 1,510,055
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

　時価法を採用しております。

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ６～18年

工具、器具及び備品 ３～15年

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しております。

 

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員株式給付引当金

　株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基

づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

　当社は従業員の退職給付に備えるため、退職一時金については退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法

（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により当事業年度末における退職給付債務を計上しており

ます。

(5)株主優待引当金

　株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を合理的に見積り計上してお

ります。

 

５．収益及び費用の計上基準

　持株会社である当社の収益は、主に子会社他からの経営管理料、業務受託収入及び受取配当金であります。

　経営管理料及び業務受託収入については、子会社他との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であ

り、履行義務の充足に従い一定の期間にわたって収益として認識しております。受取配当金については、配当金の効

力発生日をもって収益を認識しております。

 

(重要な会計上の見積り)

　該当事項はありません。
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(追加情報)

（役員向け株式交付信託）

　「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項　（追加情報）」に記載のとおりであ

ります。

 

(貸借対照表関係)

※　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

短期金銭債権 10,452千円 25,643千円

短期金銭債務 22,726千円 1,946千円

 

(損益計算書関係)

※１．関係会社との取引は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

営業取引による取引高 390,625千円 347,554千円

営業取引以外による取引高 28,563千円 27,941千円

 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

給料及び手当 392,099千円 336,724千円

退職給付費用 15,869千円 12,624千円

減価償却費 20,511千円 19,978千円

役員報酬 132,628千円 130,869千円

支払手数料 96,896千円 88,944千円

役員賞与引当金繰入額 9,900千円 －千円

株主優待引当金繰入額 －千円 12,564千円

役員株式給付引当金繰入額 5,500千円 5,781千円

 

おおよその割合

販売費 1％ 1％

一般管理費 99％ 99％

 

(有価証券関係)

　子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

　なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

（単位：千円）
 

区分
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

子会社株式 1,409,244 1,459,244

関連会社株式 91,744 91,744

計 1,500,988 1,550,988
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

繰延税金資産   

未払事業税 3,505千円 423千円

退職給付引当金 11,983千円 13,730千円

資産除去債務 15,847千円 17,742千円

投資有価証券評価損 721,277千円 744,321千円

株式給付引当金 1,684千円 3,555千円

その他 38,745千円 12,621千円

繰延税金資産小計 793,042千円 792,395千円

評価性引当額 △723,103千円 △746,201千円

繰延税金資産合計 69,938千円 46,193千円

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △491千円 △486千円

その他 －千円 △762千円

繰延税金負債合計 △491千円 △1,248千円

繰延税金資産(負債)の純額 69,447千円 44,944千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

 (調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.6％ 4.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.4％ △3.4％

住民税均等割 △0.4％ 2.6％

評価性引当額の増減 △36.3％ 2.0％

その他 0.2％ 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △6.4％ 36.85％

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、

2027年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について

は法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。これらの法定実効税率の変更に伴う影響は軽微で

す。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

建物 91,498 672 － 92,171 72,556 6,566 19,615

工具、器具及び備品 51,320 708 － 52,028 42,670 6,328 9,358

有形固定資産計 142,819 1,381 － 144,200 115,228 12,895 28,974

無形固定資産        

ソフトウエア 42,787 1,166 11,000 32,953 31,141 2,550 1,812

その他 1,028 － － 1,028 － － 1,028

無形固定資産計 43,815 1,166 11,000 33,981 31,141 2,550 2,840

(注) 当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

役員賞与引当金 9,900 － 9,900 －

役員株式給付引当金 5,500 5,816 34 11,281

株主優待引当金 － 12,564 － 12,564

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日
６月30日
12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
 

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社　全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
https://www.sios.com/

株主に対する特典
毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、200株以上を保有す
る株主に対し、一律2,000円相当のカタログギフトを贈呈いたします。

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　当社は親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書

事業年度（第28期）（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）　2025年３月28日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度（第28期）（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）　2025年３月28日関東財務局長に提出。

 

(3) 半期報告書及び確認書

第29期中（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）　2025年８月８日関東財務局長に提出。

 

(4) 臨時報告書

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。2025年２月14日関東財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく

臨時報告書であります。2025年３月28日関東財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著し

い影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。2025年８月７日関東財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著し

い影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。2025年11月７日関東財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２（子会社取得の決定）の規定に基づく臨時報告書であり

ます。2026年１月26日関東財務局長に提出。

 

(5) 臨時報告書の訂正報告書

　2026年１月26日提出の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２（子会社取得の決定）の規定に基

づく臨時報告書の訂正報告書であります。2026年２月12日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2026年３月25日

サイオス株式会社

取締役会　御中

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　　居　　　伸　　浩

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　　田　　　雅　　代

 

＜連結財務諸表監査＞

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるサイオス株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サイ

オス株式会社及び連結子会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
 

サイオステクノロジー株式会社の繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されていると
おり、2025年12月31日現在、サイオステクノロジー株式
会社（以下、「サイオステクノロジー」という。）で
は、繰延税金資産の計上額は77,553千円、繰延税金負債
と相殺前の繰延税金資産の金額は79,289千円であり、ま
た法人税等調整額の計上額は△3,614千円である。

サイオステクノロジーは、将来減算一時差異に対して、
将来加算一時差異の解消スケジュール及び翌期１年間の
課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判
断している。課税所得の見積りは、将来の事業計画を基
礎としている。会社は市場環境等を加味した事業毎の売
上高の成長率及び売上総利益率を将来の事業計画におけ
る主要な仮定としている。

主要な仮定である市場環境等を加味した事業毎の売上高
の成長率及び売上総利益率は見積りの不確実性が高く、
経営者の判断が含まれるため、当監査法人はサイオステ
クノロジーの繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要
な検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、サイオステクノロジーの繰延税金資産
の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査
手続を実施した。
・　将来減算一時差異及び将来加算一時差異について、
その解消見込年度のスケジューリングについて検討し
た。

・　将来課税所得の見積りの前提となった翌期の事業計
画が、取締役会にて承認されていることを確認した。

・　経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を
評価するため、過年度の事業計画と実績とを比較し
た。

・　将来の事業計画における主要な仮定である市場環境
等を加味した事業毎の売上高の成長率及び売上総利益
率については、過去実績からの趨勢分析を実施した。

・　主要な仮定に対する感応度分析を実施し、将来の事
業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価につ
いて検討した。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、サイオス株式会社の2025年12

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、サイオス株式会社が2025年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用

される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監

査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査の状

況】に記載されている。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 
  
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2026年３月25日

サイオス株式会社

取締役会　御中

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　　居　　　伸　　浩

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　　田　　　雅　　代

＜財務諸表監査＞
 
監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるサイオス株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サイオス

株式会社の2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。
 
監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
 

子会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　会社は持株会社であり、当事業年度において、貸借対
照表に計上されている関係会社株式のうち子会社株式は
【注記事項】（有価証券関係）に記載されているとお
り、1,459,244千円と総資産の約60％を占めている。
　会社は、【注記事項】（重要な会計方針）１．有価証
券の評価基準及び評価方法に記載されているとおり、子
会社株式については、移動平均法による原価法を採用し
ているが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により
実質価額が著しく低下し、回復可能性が十分な証拠に
よって裏付けられないときは、相当の減損処理が必要と
なる。
　当事業年度において、各子会社株式の取得原価と発行
会社の１株当たり純資産額を基礎として算定した実質価
額の状況を把握した結果、実質価額が取得原価に比べ
50％程度以上低下しているものはない。
ただし、子会社株式は貸借対照表において金額的重要性
が高いことから、今後実質価額の著しい低下により減額
処理が行われると財務諸表全体に与える金額的影響が大
きくなる可能性がある。このため、当監査法人は、子会
社株式の評価について、監査上の主要な検討事項に該当
するものと判断した。

　当監査法人は、子会社株式の評価を検討するにあた
り、主として以下の監査手続を実施した。
・ 子会社株式の実質価額の算定の基礎となる財政状態に
ついて、連結財務諸表の基礎となる各子会社の財務情
報を用いて検討した。

・ 会社による子会社株式の評価結果の妥当性を検討する
ため、各子会社株式の帳簿価額と実質価額との比較検
討を実施した。

 
その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
 
＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
   
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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